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(57)【要約】
　画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合
に画像表示部（１００）の背面側の物体（５００）が視
認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能
な表示パネル（１１０）を有する画像表示部（１００）
と、表示パネル（１１０）の動作を制御する制御部（１
８０）と、保持部材である下棚板部（１６０）とを備え
る。下棚板部（１６０）は、画像表示部（１００）の背
面から後方に向けて立設されており、制御部（１８０）
を収容した状態で保持する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示部であって、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に前記画像
表示部の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示
パネルを有する画像表示部と、
　前記表示パネルの動作を制御する制御部と、
　前記画像表示部の背面から後方に向けて立設された保持部材であって、前記制御部を収
容した状態で保持する保持部材と、
　を備える画像表示装置。
【請求項２】
　前記保持部材は、前記画像表示部の背面側において横方向に延設されている、
　請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　さらに、
　前面視において、前記保持部材の右端部に接続され、前記画像表示部を右側方から覆う
右側壁部と、
　前面視において、前記保持部材の左端部に接続され、前記画像表示部を左側方から覆う
左側壁部と、
　前記右側壁部及び前記左側壁部それぞれの上端部に接続され、前記画像表示部を上方か
ら覆う上壁部と、を備える、
　請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　さらに、前記保持部材を下方から支持する支持部材を備える、
　請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記支持部材には、前記制御部と接続された電線が収容されている、
　請求項４記載の画像表示装置。
【請求項６】
　さらに、前記保持部材に保持され、前記画像表示部の前面側から音を放出するスピーカ
装置を備える、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　さらに、前記表示パネルの下方に配置され、背面側の物体を視認可能な板状の光透過部
材を備える、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、透過モードで動作可能な表示パネルを備える画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、透明ディスプレイを備えるディスプレイ装置を開示する。このディスプ
レイ装置は、透明な有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎ
ｇ　ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）素子を用いてディスプレイを行う第１パネルと、第１パネル
の背面に配置し、背面からの光を遮断または透過させる、高分子分散型液晶を用いた第２
パネルと、第２パネルを透明な状態または不透明な状態に切り替える制御部を備える。こ
のディスプレイ装置では、第２パネルを透明にすることで、第１パネルの背面の物体の像
と第１パネルの像とを同時に鑑賞することができる。また、第２パネルを不透明にするこ
とで、第１パネル背面からの外光の介入のないコントラストの良い鮮明な画像を表示する
事が可能となる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１５６６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる画像表示
装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における画像表示装置は、画像表示部であって、画像を表示する画像表示モード
と、前方から見た場合に前記画像表示部の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過
モードとの切り替えが可能な表示パネルを有する画像表示部と、前記表示パネルの動作を
制御する制御部と、前記画像表示部の背面から後方に向けて立設された保持部材であって
、前記制御部を保持する保持部材とを備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示の画像表示装置によれば、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施の形態１に係る画像表示装置の、第一透過モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る表示パネル及び上照明部の構成概要を示す断面図で
ある。
【図３】図３は、実施の形態１に係る表示パネル及び下照明部の構成概要を示す断面図で
ある。
【図４】図４は、実施の形態１に係る画像表示装置の側面図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る下棚板部の構成概要を示す分解斜視図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る画像表示装置の、画像表示モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る画像表示装置の、第二透過モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図８】図８は、実施の形態１に係る画像表示装置の表示パネル及び照明部の動作を、動
作モードごとにまとめた表を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１に係るマイクロルーバの構成例を示す図である。
【図１０】図１０は、図９に示すマイクロルーバによる配光角制御の結果の一例を示す図
である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る画像表示装置の、第一透過モードで動作してい
る状態を示す外観斜視図である。
【図１２】図１２は、実施の形態２に係る棚板部の構成概要を示す分解斜視図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２に係る表示パネル及び照明部の構成概要を示す断面図
である。
【図１４】図１４は、実施の形態２に係る画像表示装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本願発明者は、従来の画像表示装置に関し、以下の問題が生じることを見出した。上記
従来の透明ディスプレイのように、画像を表示する状態と透過状態との切り替え可能な表
示パネルは、例えば、ガラス基板上に配置された複数の有機ＥＬ素子とを有する有機ＥＬ
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パネルと、高分子分散型液晶への電圧の印加の有無により光の透過及び不透過を切り替え
る調光シートとを有している。
【０００９】
　この表示パネルにおいて、例えば、有機ＥＬパネルに画像を表示せず、かつ、調光シー
トをオン（透過状態）とすることで、表示パネルの前面側に存在するユーザに、表示パネ
ルの背面側の物体を視認させることができる。
【００１０】
　ここで、一般に、画像表示装置の動作を制御する制御部は、有機ＥＬパネル等の表示パ
ネルの裏面に沿う姿勢で配置される。しかしながら、上記従来の透明ディスプレイ等の画
像表示装置では、表示パネルの透過及び不透過の切り替え等の制御を行う制御部を、表示
パネルの背面側に配置した場合、表示パネルの透過性が制御部に阻害されるという問題が
生じる。つまり、制御部を表示パネルの裏面と平行な姿勢で配置した場合、制御部は比較
的に広い面で表示パネルの一部を覆う。これにより、表示パネルの全域が透過状態になっ
た場合であっても、制御部が配置された領域は、表示パネルを介して背面側の物体が視認
できない状態のままである。すなわち、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用
することができない。
【００１１】
　この問題を解決するために、例えば、制御部を、ディスプレイ装置を収容する筐体とは
別の筐体に収容することが考えられる。しかしながらこの場合、本体部と制御部とが別体
であることで、例えば、画像表示装置の搬送または設置が煩雑化するという別の問題が生
じ得る。
【００１２】
　本開示は、このような知見に基づいてなされたものであり、本願発明者が鋭意検討した
結果、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる画像表示装置の
構造についての着想を得た。
【００１３】
　以下、適宜図面を参照しながら実施の形態を説明する。但し、必要以上に詳細な説明は
省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に
対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避
け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１４】
　なお、本願発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説
明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図
するものではない。
【００１５】
　また、以下の実施の形態において、説明の便宜上、上下方向をＺ軸方向と一致させ、前
後方向をＹ軸方向と一致させ、左右方向をＸ軸方向と一致させているが、これら対応付け
は、本開示に係る画像表示装置の製造時または使用時における姿勢を限定するものではな
い。また、以下の説明において、例えば、Ｘ軸プラス側とは、Ｘ軸の矢印方向側を示し、
Ｘ軸マイナス側とは、Ｘ軸プラス側とは反対側を示す。Ｙ軸方向及びＺ軸方向についても
同様である。
【００１６】
　さらに、以下の実施の形態において、平行及び直交などの、２つの方向の相対的な姿勢
を示す表現が用いられる場合があるが、これらの表現は、厳密にはその姿勢ではない場合
も含む。例えば、２つの方向が平行である、という場合、特に断りのない限り、当該２つ
の方向が完全に平行であることを意味するだけでなく、実質的に平行であること、すなわ
ち、例えば数％程度の差異を含むことも意味する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　以下、図１～図１０を用いて実施の形態１を説明する。まず、図１～図４を用いて、実
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施の形態１に係る画像表示装置の構成概要について説明する。
【００１８】
　［１－１．画像表示装置の構成概要］
　図１は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、第一透過モードで動作している状態
を示す外観斜視図である。図２は、実施の形態１に係る表示パネル１１０及び上照明部２
２０の構成概要を示す断面図である。具体的には、図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線断
面を示す図である。図３は、実施の形態１に係る表示パネル１１０及び下照明部２１０の
構成概要を示す断面図である。具体的には、図３は、図１におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線断面
の一部を示す図である。図４は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の側面図である。
なお、図４では、表示パネル１１０及び光透過パネル３００のおおよその配置位置が、点
線または一点鎖線で表されている。
【００１９】
　図１～図４に示すように、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、表示パネル１１０
及び表示パネル１１０を支持するフレーム１３０を有する画像表示部１００と、棚板部１
５０と、照明部２００と、フレーム１３０に支持される光透過パネル３００とを備える。
【００２０】
　フレーム１３０は、本実施の形態では、Ｔフレーム１３１、Ｒフレーム１３２、Ｌフレ
ーム１３３、Ｂフレーム１３４、及びＭフレーム１３５を有する。Ｔフレーム１３１は、
表示パネル１１０の上辺に沿って配置される。Ｒフレーム１３２は、前面視における表示
パネル１１０の右辺に沿って配置される。Ｌフレーム１３３は、前面視における表示パネ
ル１１０の左辺に沿って配置される。Ｂフレーム１３４は、光透過パネル３００の下辺に
沿って配置される。Ｍフレーム１３５は、表示パネル１１０と光透過パネル３００との間
に配置される。つまり、Ｍフレーム１３５は、Ｒフレーム１３２とＬフレーム１３３との
間に渡されるように配置される。これらの部分的なフレーム（１３１～１３５）のそれぞ
れは、隣接する他の部分的なフレームと機械的に接続されている。
【００２１】
　なお、フレーム１３０の素材としては、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金
等の金属が採用される。これにより、例えば、比較的に重量が小さなフレーム１３０であ
って、かつ、強度の高いフレーム１３０を得ることができる。また、フレーム１３０を、
照明部２００等で発する熱を外部に放熱する放熱部材として機能させることも可能である
。
【００２２】
　上記構成を有するフレーム１３０において、表示パネル１１０は、Ｔフレーム１３１、
Ｒフレーム１３２、Ｌフレーム１３３、及びＭフレーム１３５によって支持される。また
、光透過パネル３００は、Ｍフレーム１３５、Ｒフレーム１３２、Ｌフレーム１３３、及
びＢフレーム１３４によって支持される。なお、フレーム１３０は、上記のように、５つ
の部材に分割されていることは必須ではない。例えば、Ｔ、Ｒ、Ｌ、Ｂフレーム（１３１
～１３４）に対応する角環状のフレーム、及び、Ｍフレーム１３５の２つの部材でフレー
ム１３０が形成されてもよい。
【００２３】
　表示パネル１１０は、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に、画像表
示部１００の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な
ディスプレイ装置である。具体的には、図２及び図３に示すように、有機ＥＬ（ｅｌｅｃ
ｔｒｏ－ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネル１１１と、有機ＥＬパネル１１１の背面側に
配置された調光パネル１１２とを備える。なお、表示パネル１１０に表示される「画像」
は、静止画及び動画のいずれであってもよく、静止画及び動画の両方を含む映像コンテン
ツであってもよい。
【００２４】
　本実施の形態において、有機ＥＬパネル１１１では、ＥＬ層と、ＥＬ層を挟む透明電極
とを有する有機ＥＬ素子がマトリクス状に配列されており、画像（背景画像を含む）を表
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示しない領域は、一般的に透明と呼ばれる程度の光透過性を有している。
【００２５】
　また、調光パネル１１２は、調光シート１１３と、調光シート１１３の前面側に配置さ
れた第一ガラス板１１４ａと、調光シート１１３の背面側に配置された第二ガラス板１１
４ｂとを有する。調光シート１１３は、所定の電圧の印加の有無により、光の透過及び不
透過を切替可能な部材である。調光シート１１３は、例えば、電圧の印加の有無によって
配向状態を変化させる液晶分子を含有する液晶層と、液晶層を挟む樹脂製のシートとで構
成されている。
【００２６】
　上記の有機ＥＬパネル１１１と調光パネル１１２とが重ね合わされた構造を有する表示
パネル１１０では、例えば図１に示すように、有機ＥＬパネル１１１に画像を表示させず
、かつ、調光シート１１３に所定の電圧を印加する（調光シート１１３をオンにする）こ
とで、画像表示部１００の背面側の物体５００が視認可能な透過状態となる。本実施の形
態では、この動作モードを、透過モードという。
【００２７】
　なお、表示パネル１１０が透過モードで動作する場合、より詳細には、図１に示すよう
に有機ＥＬパネル１１１に画像が表示されない場合と、有機ＥＬパネル１１１の一部に画
像が表示される場合とがある。そのため、これらの動作モードを区別するために、図１に
示すように有機ＥＬパネル１１１に画像が表示されない場合を、第一透過モードと呼び、
有機ＥＬパネル１１１の一部に画像が表示される場合を第二透過モードと呼ぶ。第二透過
モードについては、図７を用いて後述する。また、表示パネル１１０は、上記説明された
構成要素の他、例えば、反射防止フィルムなどの光学部材を備えてもよい。
【００２８】
　表示パネル１１０を含む画像表示部１００の背面には、後方に向けて立設された棚板部
１５０が配置されている。本実施の形態では、棚板部１５０は、図１に示すように、上棚
板部１７０と、下棚板部１６０とを含む。上棚板部１７０は、第一棚板部の一例であり、
下棚板部１６０は、第二棚板部の一例である。上棚板部１７０及び下棚板部１６０は、フ
レーム１３０に固定されている。また、下棚板部１６０は、図１及び図４に示すように、
支持部材１９０によって下方から支持されている。支持部材１９０には、図５を用いて後
述する、下棚板部１６０に収容される制御部等と電気的に接続される電線４００が収容さ
れている。
【００２９】
　上棚板部１７０及び下棚板部１６０のそれぞれには、物体５００（写真、人形、花瓶、
玩具、模型、または絵画等）を載置可能であり、表示パネル１１０が第一透過モードで動
作する場合、ユーザは、表示パネル１１０を介して、上棚板部１７０及び下棚板部１６０
のそれぞれに載置された物体５００を視認することができる。
【００３０】
　下棚板部１６０の前方には、Ｒフレーム１３２とＬフレーム１３３との間に渡されるＭ
フレーム１３５が配置される。Ｍフレーム１３５には、下棚板部１６０に収容される一対
のスピーカ装置が発する音の出口である一対の開口部１３５ａが形成されている。なお、
図示は省略されているが、Ｍフレーム１３５の前面には、例えば下棚板部１６０と同じ模
様のシート（木目シートなど）が貼付される。これにより、Ｍフレーム１３５は、外観上
、下棚板部１６０の一部のように認識される。また、当該シートの、開口部１３５ａの位
置には、開口部１３５ａからの音の出力が妨げられないように、例えば微細な孔が複数形
成されている。
【００３１】
　また、Ｍフレーム１３５は、光透過パネル３００の上端を支持する役目も有している。
光透過パネル３００は、表示パネル１１０の下方に配置され、背面側の物体を視認可能な
板状の光透過部材の一例である。光透過パネル３００は、例えばガラス板によって実現さ
れる。より具体的には、光透過パネル３００は、透過モードで動作している状態における
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表示パネル１１０の光透過率と同程度の光透過率を有するように形成される。また、光透
過パネル３００の色も、透過モードで動作している状態における表示パネル１１０の色に
近くなるように調整される。これにより、表示パネル１１０が透過モードで動作している
場合、外観上、表示パネル１１０と光透過パネル３００とは、裏面に上下２段の棚板を備
える一連のガラス板のように認識される。
【００３２】
　ここで、表示パネル１１０は、上述のように、有機ＥＬ素子及び液晶などの微細な遮光
要素が分散して配置されているため、第一透過モードで動作する場合であっても、光の透
過率は、例えば４０％～５０％程度である。従って、例えば比較的に暗い環境に画像表示
装置１０が置かれた場合、ユーザは、表示パネル１１０の背面側にある物体５００を明瞭
に視認できない可能性がある。
【００３３】
　しかしながら、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、照明部２００を備えており、
照明部２００から出射される光により、表示パネル１１０の背面側にある物体５００を照
らすことができる。
【００３４】
　具体的には、本実施の形態に係る照明部２００は、図２～図４に示すように、上照明部
２２０と下照明部２１０とを有する。上照明部２２０は、第一照明部の一例であり、下照
明部２１０は第二照明部の一例である。
【００３５】
　上照明部２２０は、画像表示部１００の背面における上端部に配置されている。具体的
には、図２に示すように、Ｔフレーム１３１に、表示パネル１１０の上端部を保持する保
持溝１３１ａと、上照明部２２０が取り付けられる照明用溝１３１ｂとが設けられている
。上照明部２２０は、光を放出する光源部２２１と、光源部２２１の光の放出側に配置さ
れたマイクロルーバ２２５とを有している。マイクロルーバ２２５は、光源部２２１の光
の配光角を制限する光学部材の一例である。上照明部２２０は、照明用溝１３１ｂに埋設
されており、これにより、表示パネル１１０が透過状態になった場合において、上照明部
２２０から出射された光が、画像表示装置１０の前方に存在するユーザの目に直接的に入
る可能性はない。
【００３６】
　光源部２２１は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２２３と、基板２２３に実装された複数のＬ
ＥＤ素子２２２とを有する。マイクロルーバ２２５は、光源部２２１に沿って配置された
Ｘ軸方向に長尺状の部材であり、Ｘ軸方向に延設された遮光体と透光体とが、短手方向に
交互に並べられた構造を有している。マイクロルーバ２２５のより具体的な構成例につい
ては、図９及び図１０を用いて後述する。
【００３７】
　下照明部２１０は、上棚板部１７０における根本部分に配置されている。具体的には、
図３に示すように、上棚板部１７０の、フレーム１３０側の端部の下面に、下照明部２１
０を取り付けるための取付部材１７２が配置されている。下照明部２１０は、取付部材１
７２を介して上棚板部１７０に固定されている。
【００３８】
　下照明部２１０は、上照明部２２０と共通する構成および特徴を有している。すなわち
、下照明部２１０は、光を放出する光源部２１１と、光源部２１１の光の放出側に配置さ
れたマイクロルーバ２１５とを有している。マイクロルーバ２１５は、光源部２１１の光
の配光角を制限する光学部材の一例である。
【００３９】
　光源部２１１は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２１３と、基板２１３に実装された複数のＬ
ＥＤ素子２１２とを有する。マイクロルーバ２１５は、光源部２１１に沿って配置された
Ｘ軸方向に長尺状の部材であり、Ｘ軸方向に延設された遮光体と透光体とが、短手方向に
交互に並べられた構造を有している。
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【００４０】
　なお、マイクロルーバ２２５（２１５）は、例えば指向性半値角が１２０°程度である
、ＬＥＤ素子２２２（２１２）からの光の配光角を、６０°程度に制限することができる
。また、マイクロルーバ２２５（２１５）は、例えば、光源部２２１（２１１）を外部か
ら隠す役割、及び、ＬＥＤ素子２２２（２１２）が点在することによる光の粒子感を抑制
する役割を備えている。
【００４１】
　上記のように構成された照明部２００により、棚板部１５０に載置された１以上の物体
５００が照らされる。つまり、図４に示すように、上照明部２２０から放出された光によ
って、上棚板部１７０に載置された物体５００ｂが照らされ、下照明部２１０から放出さ
れた光によって下棚板部１６０に載置された物体５００ａが照らされる。
【００４２】
　より具体的には、上照明部２２０では、光源部２２１から放出された光の配光角は、マ
イクロルーバ２２５によって狭められる。つまり、上照明部２２０から放出される光は、
マイクロルーバ２２５により、Ｙ軸方向において、上棚板部１７０を中心とする所定の範
囲内に収まるよう制限される。従って、上照明部２２０から放出される光の、表示パネル
１１０への入射量は抑制され、例えば、前面から表示パネル１１０を見た場合に、上照明
部２２０の光によって部分的に白く見える可能性が低減される。また、上棚板部１７０よ
りも後方の領域を、上照明部２２０が不必要に明るく照らす状態が発生し難い。
【００４３】
　下照明部２１０についても同様に、光源部２１１から放出された光の配光角は、マイク
ロルーバ２１５によって制限され、これにより、当該光の照射範囲が、下棚板部１６０を
中心とする所定の範囲内に収められる。従って、下照明部２１０から放出される光は、表
示パネル１１０に入射し難い。また、下照明部２１０が、下棚板部１６０よりも後方の領
域を不必要に明るく照らす状態が発生し難い。
【００４４】
　［１－２．下棚板部］
　次に、本実施の形態に係る下棚板部１６０の構成について、図５を用いて説明する。図
５は、実施の形態１に係る下棚板部１６０の構成概要を示す分解斜視図である。具体的に
は、図５では、下棚板部１６０を棚本体部１６１と載置面部１６２とに分離して示してい
る。
【００４５】
　本実施の形態において、下棚板部１６０は、制御部１８０を収容した状態で保持する保
持部材の一例であり、具体的には、図５に示すように、下棚板部１６０の内部に、制御部
１８０が収容されている。制御部１８０は、表示パネル１１０及び照明部２００の動作を
制御する。制御部１８０は、１以上の回路基板１８１、及び、１以上の回路基板１８１に
実装された複数の電子部品１８２等で構成されている。制御部１８０は、下棚板部１６０
の厚み（Ｚ軸方向の幅）内に収まるように、棚本体部１６１の底面１６１ａに沿う姿勢で
配置されている。つまり、平板状の制御部１８０は、下棚板部１６０と同じく、画像表示
部１００の背面に対して起立した姿勢で下棚板部１６０に収容されている。
【００４６】
　また、下棚板部１６０にはさらに、画像表示部１００の前面側から音を放出するスピー
カ装置が収容されている。本実施の形態では、例えば２ｃｈステレオ音声を出力するため
の一対のスピーカ装置１８４が、下棚板部１６０の内部に収容されている。一対のスピー
カ装置１８４のそれぞれの前方には、上述のように、Ｍフレーム１３５に形成された開口
部１３５ａが存在し、スピーカ装置１８４から出力される音は、開口部１３５ａを介して
画像表示装置１０の前方に放出される。このように、本実施の形態では、制御部１８０を
保持する下棚板部１６０は、制御部１８０及びスピーカ装置１８４を隠す部材としても機
能する。
【００４７】
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　また、下棚板部１６０にはさらに、制御部１８０及びスピーカ装置１８４等の、下棚板
部１６０の内部に収容された装置を冷却するための排気ファン１８９を２つ備えている。
これら２つの排気ファン１８９が駆動することで、例えば、下棚板部１６０に形成された
孔または隙間から外気が下棚板部１６０の内部に導入され、制御部１８０及びスピーカ装
置１８４等を冷却して２つの排気ファン１８９から外部に放出される。
【００４８】
　なお、下棚板部１６０に収容される要素は、制御部１８０及びスピーカ装置１８４等の
装置には限定されず、例えば、図示しないテレビチューナ及び光ディスクプレーヤ等が収
容されてもよい。
【００４９】
　上記のように、制御部１８０及びスピーカ装置１８４を保持する下棚板部１６０は、支
持部材１９０によって下方から支持されている。そのため、下棚板部１６０の耐荷重が増
加する。従って、例えば、下棚板部１６０に収容される要素（制御部１８０等）の数また
は重量を増加させることが可能となる。また、支持部材１９０には、少なくとも制御部１
８０と電気的に接続された電線４００が収容されている。電線４００は、例えば、商用電
源と接続された電源ケーブル、または、外部のＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）機器と
接続された信号ケーブルである。なお、支持部材１９０に複数の電線４００が収容されて
もよい。つまり、下棚板部１６０を下方から支持する支持部材１９０は、例えば、制御部
１８０に電力及び／または各種の信号を供給する電線４００を隠す部材として利用するこ
とができる。また、支持部材１９０、例えば、複数の電線４００を束ねる部材としても利
用することができる。
【００５０】
　［１－３．画像表示装置の動作例］
　以上のように構成された画像表示装置１０の動作例を、図６～図８を用いて説明する。
図６は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、画像表示モードで動作している状態を
示す外観斜視図である。図７は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、第二透過モー
ドで動作している状態を示す外観斜視図である。図８は、実施の形態１に係る画像表示装
置１０の表示パネル及び照明部の状態を、動作モードごとにまとめた表を示す図である。
【００５１】
　なお、上述の第一透過モード（図１参照）、並びに、以下で説明する画像表示モード及
び第二透過モードの各々の動作モード間の切り替えは、例えば、画像表示装置１０を操作
する専用リモコンもしくは汎用の携帯端末、または、画像表示装置１０に画像データを供
給するＡＶ機器等からの制御信号に基づいて行われる。また、例えば、画像データに付加
された情報に基づいて、画像表示装置１０の制御部１８０が動作モードを切り替えてもよ
い。
【００５２】
　図６に示すように、画像表示装置１０は、表示パネル１１０に画像１２０を表示する画
像表示モードで動作する。より詳細には、制御部１８０は、有機ＥＬパネル１１１の画像
表示領域の全域に画像１２０を表示させ、かつ、調光パネル１１２の調光シート１１３を
オフ（不透過）にする。さらに制御部１８０は、照明部２００（上照明部２２０及び下照
明部２１０）をオフ（消灯）にする。これにより、有機ＥＬパネル１１１の裏面からの光
の入射が、調光シート１１３によって遮られ、かつ、照明部２００による光の照射は停止
される。その結果、表示パネル１１０に表示される画像１２０は、表示パネル１１０の背
面側からの光の影響をほぼ受けることなく、明瞭に表示される。
【００５３】
　なお、表示パネル１１０に表示される画像に対応する画像データは、下棚板部１６０に
収容されているテレビチューナ、または、電線４００に接続されたＡＶ機器等から制御部
１８０に供給される。制御部１８０は、供給される画像データに基づいて有機ＥＬパネル
１１１を駆動し、これにより、表示パネル１１０に画像が表示される。なお、画像データ
の供給元に特に限定はなく、例えば、画像表示装置１０に接続されたハードディスクまた
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は半導体メモリから画像データが制御部１８０に読み込まれてもよい。また、制御部１８
０は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉ－Ｆｉ（登録商標）等の所定
の規格に従った無線通信を介して、パーソナルコンピュータ、タブレット、またはスマー
トフォン等から画像データを取得してもよい。
【００５４】
　また、例えば、「動作モードの切り替え時に調光シート１１３をオフにする」、と言う
場合、動作モードの切り替え前において、調光シート１１３がオフであれば、調光シート
１１３をオフのまま維持することを意味する。このことは、「調光シート１１３をオンに
する」との表現についても同じであり、照明部２００等の他の装置のオン及びオフについ
ても同じである。
【００５５】
　また、図７に示すように、画像表示装置１０は、表示パネル１１０を透過状態とし、か
つ、表示パネル１１０に画像を表示する第二透過モードで動作する。すなわち、図１を用
いて説明した第一透過モードでは、表示パネル１１０には画像が表示されず、全面が透過
状態になるのに対し、第二透過モードでは、表示パネル１１０の一部が透過状態となり、
他の部分には画像（部分画像１２１）が表示される状態となる。
【００５６】
　第二透過モードでは、制御部１８０は、有機ＥＬパネル１１１の画像表示領域の一部に
部分画像１２１を表示させ、かつ、調光パネル１１２の調光シート１１３をオン（透過）
にする。さらに制御部１８０は、照明部２００（上照明部２２０及び下照明部２１０）を
オン（点灯）にする。これにより、ユーザは、有機ＥＬパネル１１１における部分画像１
２１が表示されていない領域を介して、棚板部１５０に載置された物体５００を視認する
ことができる。また、このとき、棚板部１５０に載置された物体５００には、照明部２０
０からの光が照射され、これにより、仮に、画像表示装置１０が比較的に暗い環境に置か
れている場合であっても、ユーザは物体５００を明瞭に視認することができる。
【００５７】
　さらに、例えば、棚板部１５０に載置された物体５００とともに、部分画像１２１をユ
ーザに見せることができるため、例えば、物体５００と部分画像１２１との組み合わせに
より、仮想現実（ＡＲ：Ａｕｇｕｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）映像をユーザに提供す
ることも可能である。
【００５８】
　なお、１以上の部分画像１２１のそれぞれは、動画及び静止画のいずれであってもよい
。また、部分画像１２１そのものが動画及び静止画のいずれであっても、表示パネル１１
０における部分画像１２１の位置は一定であってもよく、また、変化してもよい。
【００５９】
　なお、表示パネル１１０に１以上の部分画像１２１を表示するための画像データは、画
像表示モード（図６参照）における画像１２０と同じく、テレビチューナ、ＡＶ機器、ま
たはパーソナルコンピュータ等から制御部１８０に供給される。
【００６０】
　以上のように、画像表示装置１０は、画像表示モード、及び透過モード（第一透過モー
ド及び第二透過モード）で動作することができる。各動作モードにおける、表示パネル１
１０及び照明部２００の状態（動作内容）をまとめると、図８のように示される。
【００６１】
　すなわち、画像表示装置１０が、画像が全画面表示される画像表示モードで動作する場
合、有機ＥＬパネル１１１には画像が表示され（画像表示がオン）、調光シート１１３は
オフ（不透過）となり、照明部２００もオフ（消灯）となる。これにより、例えば、ユー
ザは、画像表示装置１０で、通常のテレビ放送、または、ＡＶ機器で再生される映画等を
、適切な画質で視聴することができる。
【００６２】
　また、画像表示装置１０が、画像を表示しない第一透過モードで動作する場合、有機Ｅ
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Ｌパネル１１１には画像が表示されず（画像表示がオフ）、調光シート１１３はオン（透
過）となり、照明部２００もオン（点灯）となる。これにより、例えば、ユーザは、画像
表示装置１０の棚板部１５０に載置された１以上の物体５００を、表示パネル１１０を介
して明瞭に視認することができる。
【００６３】
　また、画像表示装置１０は、一部のみに画像を表示する第二透過モードで動作する場合
、有機ＥＬパネル１１１の画像表示領域の一部のみに画像が表示され（画像表示がオン）
、調光シート１１３はオン（透過）となり、照明部２００もオン（点灯）となる。これに
より、例えば、ユーザは、表示パネル１１０に表示される仮想の物体（部分画像１２１（
図７参照））と、棚板部１５０に載置された１以上の現実の物体５００とを、１つの画面
内で同時に見ることができる。
【００６４】
　このように、本実施の形態に係る画像表示装置１０では、調光シート１１３が透過状態
となる透過モード（第一透過モード及び第二透過モード）動作する場合は、制御部１８０
は、照明部２００をオンにする。つまり、透過モードは、表示パネル１１０の少なくとも
一部を介して背面側の物体５００を視認させる動作モードであり、この場合、制御部１８
０は、照明部２００をオンにすることで、照明部２００に光を放出させる。これにより、
表示パネル１１０を前方から見た場合における物体５００の明瞭性であって、光の透過率
が比較的に低い表示パネル１１０の背面側に配置された物体５００の明瞭性を向上させる
ことができる。
【００６５】
　［１－４．マイクロルーバの構成例］
　次に、図９及び図１０を用いて、実施の形態１に係る照明部２００が備える、光の配光
角を制限する光学部材であるマイクロルーバの構成例について説明する。
【００６６】
　図９は、実施の形態１に係るマイクロルーバ２２５の構成例を示す図であり、図１０は
、図９に示すマイクロルーバ２２５による配光角制御の結果の一例を示す図である。
【００６７】
　なお、図９、図１０及びその説明では、上照明部２２０が有するマイクロルーバ２２５
に着目し、その図示及び説明を行っているが、マイクロルーバ２２５に関する特徴的な事
項は、下照明部２１０が有するマイクロルーバ２１５に適用されてもよい。
【００６８】
　また、図９における一点鎖線は、光源部２２１の光軸を表している。また、図１０では
、上照明部２２０がオンの場合における、上棚板部１７０における明るさの分布をドット
の濃淡で模式的に示しており、ドットが濃いほど明るいこと意味する。また、図１０にお
いて、マイクロルーバ２２５及び光源部２２１は、光源部２２１と上棚板部１７０との間
にマイクロルーバ２２５が配置されることを表すために、模式的に図示されており、それ
らの姿勢は実際の姿勢とは異なる。
【００６９】
　図９に示すように、マイクロルーバ２２５における複数の遮光体２２６は、複数の遮光
体２２６の並び方向（マイクロルーバ２２５の短手方向）において等間隔で並んでいなく
てもよい。例えば図９に示すように、マイクロルーバ２２５を、短手方向において３つの
領域（領域ａ、ｂ、ｃ）に分割した場合を想定する。この場合、領域ａ、ｂ、ｃのそれぞ
れにおける、短手方向の単位長さあたりの遮光体２２６の数（密度：Ｄａ、Ｄｂ、Ｄｃ）
は、Ｄｂ＜Ｄａ＜Ｄｃであってもよい。
【００７０】
　この場合、短手方向において、マイクロルーバ２２５の中央部分では遮光体２２６が粗
に並べられることで、マイクロルーバ２２５から放出される光量が多くなる。マイクロル
ーバ２２５の後端部分（Ｙ軸プラス側の端部）では、遮光体２２６が密に並べられること
で、マイクロルーバ２２５から放出される光量が少なくなる。マイクロルーバ２２５の前
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端部分（Ｙ軸マイナス側の端部）では、遮光体２２６がさらに密に並べられることで、マ
イクロルーバ２２５から放出される光量がさらに少なくなる。
【００７１】
　その結果、上照明部２２０によって照らされる、上棚板部１７０における光量の分布は
、図１０に示すように模式的に表される。すなわち、マイクロルーバ２２５の領域ａ、ｂ
、ｃに放出される光に照らされる、上棚板部１７０の領域をＡ、Ｂ、Ｃとした場合、領域
Ｂが最も明るく、次に領域Ａが明るく、領域Ｃが、領域Ａ、Ｂ、Ｃのうちで最も暗くなる
。つまり、上棚板部１７０の奥行方向（Ｙ軸方向）の中央部から後端にかけて、多くの光
が照射され、これにより、例えば、上棚板部１７０に載置された物体５００を効率よく照
らすことができる。また、上棚板部１７０よりも後方への不要な光の放出量が低減される
。また、表示パネル１１０に近い領域である領域Ｃについては、上照明部２２０から比較
的に少ない光が照射されることで、上照明部２２０から表示パネル１１０に入射する光量
が低減される。これにより、例えば、上照明部２２０の光によって表示パネル１１０が部
分的に白く見える可能性が低減される。
【００７２】
　このように、マイクロルーバ２２５が有する複数の遮光体２２６の粗密を調整すること
で、上棚板部１７０に照射する照明光の分布を調整することが可能である。なお、図９に
示すマイクロルーバ２２５の構成は一例であり、例えば、遮光体２２６の粗密に加えてま
たは換えて、遮光体２２６の傾きを変えることで、上照明部２２０から放出される光の配
光角または配光特性を調整してもよい。つまり、マイクロルーバ２２５における複数の遮
光体２２６のうちの１以上の遮光体２２６は、光源部２２１の光軸に対して傾いていても
よい。すなわち、１以上の遮光体２２６の傾きを調整することで、上照明部２２０から放
出される光の配光角または配光特性を調整してもよい。
【００７３】
　［１－５．効果等］
　以上説明したように、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、画像表示部１００であ
って、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に画像表示部１００の背面側
の物体５００が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示パネル１
１０を有する画像表示部１００と、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０と、
保持部材である下棚板部１６０とを備える。下棚板部１６０は、画像表示部１００の背面
から後方に向けて立設されており、制御部１８０を収容した状態で保持する。
【００７４】
　この構成によれば、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０は、画像表示部１
００の背面から立設された保持部材である下棚板部１６０に保持される。つまり、表示パ
ネル１１０が透過状態である場合において、下棚板部１６０及び上棚板部１７０は、ユー
ザの視線方向に沿った姿勢でユーザに視認される。そのため、下棚板部１６０の、ユーザ
の視野に入る面積は比較的に小さくなる。本実施の形態では、このように目立ち難い姿勢
で配置される下棚板部１６０に、制御部１８０が保持される。そのため、表示パネル１１
０が透過モードで動作している場合であっても、制御部１８０が、背面側の視野に与える
影響が少ない。従って、画像表示装置１０の動作制御に必要な制御部１８０を、透過モー
ドで動作可能な画像表示部１００の背面側に配置することができ、かつ、制御部１８０を
人目から隠すことができる。また、保持部材として機能する下棚板部１６０に、写真、人
形、または花瓶等の物体５００を載置できる。このように、本実施の形態に係る画像表示
装置１０によれば、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０において、保持部材である下棚板部１６０
は、画像表示部１００の背面側において横方向に延設されている。
【００７６】
　この構成によれば、保持部材として機能する下棚板部１６０の、１以上の物体５００が
置かれる棚としての有用性が高まる。また、横方向に延在する棚板部１５０は、例えば、



(13) JP WO2019/189674 A1 2019.10.3

10

20

30

40

50

画像表示部１００を補強する梁として機能させることができる。これにより、例えば画像
表示装置１０の大型化が可能となる。
【００７７】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、保持部材である下棚板部１６
０を下方から支持する支持部材１９０を備える。
【００７８】
　この構成によれば、下棚板部１６０の耐荷重が増加する。従って、例えば、下棚板部１
６０が保持する要素（制御部１８０等）の数または重量を増加させることが可能となる。
【００７９】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０において、支持部材１９０には、制御部１
８０と接続された電線４００が収容されている。
【００８０】
　この構成によれば、支持部材１９０を、制御部１８０に電力及び／または各種の信号を
供給する電線４００を隠す部材として利用することができる。また、支持部材１９０、例
えば、複数の電線４００を束ねる部材としても利用することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、保持部材である下棚板部１６
０に保持され、画像表示部１００の前面側から音を放出するスピーカ装置１８４を備える
。
【００８２】
　具体的には、本実施の形態では、一対のスピーカ装置１８４が、制御部１８０とともに
、下棚板部１６０に収容されており、これにより、制御部１８０だけでなく、一対のスピ
ーカ装置１８４も人目から隠すことができる。
【００８３】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、表示パネル１１０の下方に配
置され、背面側の物体を視認可能な板状の光透過パネル３００を備える。
【００８４】
　この構成によれば、例えば、外観上、表示パネル１１０と光透過パネル３００とを、裏
面に棚板部１５０を備える一連のガラス板のように認識させることができる。
【００８５】
　（実施の形態２）
　次に、図１１～図１４を用いて実施の形態２に係る画像表示装置１０ａについて説明す
る。なお、以下では、実施の形態１と共通する構成要素及び動作内容については適宜省略
し、実施の形態１との差分を中心に説明する。
【００８６】
　図１１は、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａの、第一透過モードで動作している
状態を示す外観斜視図である。図１２は、実施の形態２に係る棚板部２５０の構成概要を
示す分解斜視図である。具体的には、図１２では、棚板部２５０を棚本体部２５１と載置
面部２５２とに分離して示している。
【００８７】
　図１３は、実施の形態２に係る表示パネル１１０及び照明部２０１の構成概要を示す断
面図である。具体的には、図１３は、図１１におけるＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線断面の一部を
示す図である。図１４は、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａの側面図である。なお
、図１４では、右側壁部２３２の図示が省略され、かつ、表示パネル１１０及び照明部２
０１の側面が簡易的に図示されている。
【００８８】
　図１１～図１４に示すように、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａは、表示パネル
１１０を有する画像表示部１０１と、棚板部１５０と、枠体２３０と、照明部２０１とを
備える。本実施の形態では、画像表示部１０１が、枠体２３０及び棚板部２５０により形
成される矩形環状の外囲部材によって、外周から囲まれ、かつ、支持される構造を有して
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いる。また、本実施の形態において、画像表示部１０１は、表示パネル１１０の前面を保
護するための保護パネルなど、表示パネル１１０以外の部材を有してもよいが、その説明
及び図示は省略する。
【００８９】
　表示パネル１１０は、実施の形態１で説明したように、画像を表示する画像表示モード
と、前方から見た場合に、表示パネル１１０の背面側の物体が視認可能な透過状態となる
透過モードとの切り替えが可能なディスプレイ装置である。表示パネル１１０は、図１２
に示すように、有機ＥＬパネル１１１と、有機ＥＬパネル１１１の背面側に配置された調
光パネル１１２とを備える。図１１では、表示パネル１１０は、第一透過モードで動作し
ており、表示パネル１１０の前面側から表示パネル１１０の背面側の物体５００は視認可
能である。また、図示は省略されているが、表示パネル１１０は、画像表示モード（図６
参照）及び第二透過モード（図７参照）でも動作可能であり、これら表示パネル１１０の
特徴は、実施の形態１及び２において共通する。
【００９０】
　枠体２３０は、本実施の形態では、上壁部２３１、右側壁部２３２、及び左側壁部２３
３を有する。上壁部２３１は、画像表示部１０１の上辺に沿って配置される。右側壁部２
３２は、前面視における画像表示部１０１の右辺に沿って配置される。左側壁部２３３は
、前面視における画像表示部１０１の左辺に沿って配置される。右側壁部２３２は、前面
視において棚板部２５０の右端部に接続され、左側壁部２３３は、前面視において棚板部
２５０の左端部に接続されている。上壁部２３１は、右側壁部２３２及び左側壁部２３３
の上端部に接続されている。上壁部２３１及び棚板部２５０と、右側壁部２３２及び左側
壁部２３３とは、例えばネジによって接続されている。なお、本実施の形態では、棚板部
２５０は、枠体２３０とは別の部材として扱われるが、棚板部２５０は、枠体２３０の一
部として扱われてもよい。
【００９１】
　左側壁部２３３には、図１１及び図１２に示すように、前面視における画像表示部１０
１の左端縁を保持する保持溝２３３ａが形成されている。右側壁部２３２にも同様に、前
面視における画像表示部１０１の右端縁を保持する保持溝（図示せず）が形成されている
。上壁部２３１には、図１２～図１４に示すように、画像表示部１０１の上端縁を保持す
る保持溝２３１ａが形成されている。
【００９２】
　本実施の形態では、上壁部２３１、右側壁部２３２、及び左側壁部２３３のそれぞれは
木製である。そのため、画像表示装置１０ａは、図１１に示すように第一透過モードで動
作中は、前面がガラスで覆われた、物体５００を展示するための家具または什器として認
識される。
【００９３】
　棚板部２５０は、画像表示部１０１の背面から後方に向けて立設されている。具体的に
は、棚板部２５０は、図１１、図１２、及び図１４に示すように、画像表示部１０１の下
端縁を支持する支持部２５５を前端部に有している。棚板部２５０は、支持部２５５より
も後方に、画像表示部１０１の背面から後方に向けて立設された部分を有している。また
、棚板部２５０は横方向（左右方向）に延在しており、画像表示部１０１の下辺の全域を
支持しかつ覆う大きさに形成されている。
【００９４】
　物体５００は、棚板部２５０の上面を形成する載置面部２５２に載置され、第一透過モ
ードまたは第二透過モードで動作中の表示パネル１１０を介して、画像表示装置１０ａの
前方のユーザによって視認される。表示パネル１１０の透過率は、例えば４０％～５０％
程度であるため、比較的に暗い環境に画像表示装置１０ａが置かれた場合に、ユーザが物
体５００を明瞭に視認できない可能性がある。そこで、画像表示装置１０ａでは、実施の
形態１に係る画像表示装置１０と同様に、物体５００に照明光を照射する照明部２０１を
有している。
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【００９５】
　照明部２０１は、画像表示部１０１の背面における上端部に配置されている。具体的に
は、図１３に示すように、上壁部２３１に、照明部２０１が取り付けられる照明用溝２３
１ｂが設けられている。照明部２０１は、光を放出する光源部２０２と、光源部２０２で
発生する熱を放熱するためのヒートシンク２０５とを有している。ヒートシンク２０５は
、光源部２０２を照明用溝２３１ｂに取り付けるため取付部材としても機能する。ヒート
シンク２０５は、例えばアルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属製の部材である。
光源部２０２は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２０４と、基板２０４に実装された複数のＬＥ
Ｄ素子２０３とを有する。照明部２０１は、実施の形態１に係る照明部２００と同じく、
表示パネル１１０の透過状態及び不透過状態の切り替えに同期してオンオフが切り替えら
れる（例えば図８参照）。これにより、例えば図１４に示すように、照明部２０１の下方
に位置する物体５００に照明光が照射され、ユーザは、表示パネル１１０を介して、より
明瞭に物体５００を視認することができる。また、照明部２０１は、照明用溝２３１ｂに
埋設されており、これにより、表示パネル１１０が透過状態になった場合において、照明
部２０１から出射された光が、画像表示装置１０ａの前方に存在するユーザの目に直接的
に入る可能性はない。
【００９６】
　なお、図１３には図示されていないが、本実施の形態に係る照明部２０１は、光源部２
０２の光の配光角を制限する光学部材であるマイクロルーバを有してもよい。これにより
、光源部２０２から放出される光を効率よく物体５００に照射することができる。また、
照明部２０１から表示パネル１１０に入射する光量が低減される。これにより、例えば、
照明部２０１の光によって表示パネル１１０が部分的に白く見える可能性が低減される。
【００９７】
　このように構成された画像表示装置１０ａにおいて、画像表示部１０１が有する表示パ
ネル１１０及び照明部２０１の動作は、棚板部２５０に保持された制御部１８０によって
制御される。棚板部２５０は、制御部１８０を収容した状態で保持する保持部材の一例で
あり、具体的には、図１２に示すように、棚板部２５０の内部に制御部１８０が収容され
ている。制御部１８０は、棚板部２５０の厚み（Ｚ軸方向の幅）内に収まるように、棚本
体部２５１の底面２５１ａに沿う姿勢で配置されている。つまり、平板状の制御部１８０
は、棚板部２５０と同じく、画像表示部１０１の背面に対して起立した姿勢で棚板部２５
０に収容されている。
【００９８】
　なお、図１２には図示されていないが、棚板部２５０には、実施の形態１に係る下棚板
部１６０と同様に、スピーカ装置及び排気ファン等の電気機器が収容されてもよい。
【００９９】
　以上説明したように、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａは、画像表示部１０１で
あって、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に画像表示部１０１の背面
側の物体５００が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示パネル
１１０を有する画像表示部１０１と、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０と
、保持部材である棚板部２５０とを備える。棚板部２５０は、画像表示部１０１の背面か
ら後方に向けて立設されており、制御部１８０を収容した状態で保持する。
【０１００】
　この構成によれば、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０は、画像表示部１
００の背面から立設された保持部材である棚板部２５０に保持される。つまり、表示パネ
ル１１０が透過状態である場合において、棚板部２５０は、ユーザの視線方向に沿った姿
勢でユーザに視認される。そのため、棚板部２５０の、ユーザの視野に入る面積は比較的
に小さくなる。本実施の形態では、このように目立ち難い姿勢で配置される棚板部２５０
に、制御部１８０が保持される。そのため、表示パネル１１０が透過モードで動作してい
る場合であっても、制御部１８０が、背面側の視野に与える影響が少ない。従って、画像
表示装置１０の動作制御に必要な制御部１８０を、透過モードで動作可能な画像表示部１
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０１の背面側に配置することができ、かつ、制御部１８０を人目から隠すことができる。
また、保持部材として機能する棚板部２５０に、写真、人形、または花瓶等の物体５００
を載置できる。このように、本実施の形態に係る画像表示装置１０によれば、透過モード
で動作可能な表示パネルを有効に利用することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａはさらに、前面視において、保持部材で
ある棚板部２５０の右端部に接続され、画像表示部１０１を右側方から覆う右側壁部２３
２と、前面視において、棚板部２５０の左端部に接続され、画像表示部１０１を左側方か
ら覆う左側壁部２３３と、右側壁部２３２及び左側壁部２３３それぞれの上端部に接続さ
れ、画像表示部１０１を上方から覆う上壁部２３１と、を備える。
【０１０２】
　このように、本実施の形態では、枠体２３０及び棚板部２５０によって形成される矩形
環状の外囲部材によって画像表示部１０１が囲まれており、これにより、画像表示装置１
０ａは、全体としてシンプルな箱型形状となる。また、画像表示装置１０ａの下面を形成
する棚板部２５０は、平面視における面積が比較的に大きく、また、制御部１８０及び物
体５００等の荷重が下向きに加えられる。そのため、棚板部２５０を、画像表示装置１０
ａのスタンドとして利用することができ、例えば、住宅内の床面に画像表示装置１０ａを
置くことも可能である。さらに、上述のように、例えば枠体２３０を木製とすることがで
き、これにより、画像表示装置１０ａを、室内において、物体５００を展示するための家
具または什器のように見せることもできる。
【０１０３】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態を説明した。し
かしながら、本開示における技術は、これらに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態で説明した各
構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。そこで、以下、他
の実施の形態を例示する。
【０１０４】
　例えば、実施の形態１及び２に係る表示パネル１１０は、画像を表示するためのディス
プレイ装置として、有機ＥＬパネル１１１とは異なる種類のディスプレイ装置を有しても
よい。具体的には、有機ＥＬパネル１１１と同じく自発光型のディスプレイ装置である無
機ＥＬパネルが、有機ＥＬパネル１１１の代わりに、表示パネル１１０に備えられてもよ
い。
【０１０５】
　また、第二透過モードは、表示パネル１１０の一部に画像が表示される動作モードであ
るため、「画像表示モード」の一種として扱われてもよい。例えば、図６に示される画像
表示装置１０の動作モードを、「第一画像表示モード」とし、図７に示される画像表示装
置１０の動作モードを、「第二画像表示モード」としてもよい。この場合、制御部１８０
は、表示パネル１１０が画像表示モードで動作する場合、原則、照明部２００に光の照射
を停止させ、例外として、表示パネル１１０が第二画像表示モードで動作する場合は、照
明部２００に光を照射させる。これにより、表示パネル１１０が第二透過モードで動作す
る場合と同じく、部分画像１２１が表示される表示パネル１１０の一部を介して、ユーザ
に、表示パネル１１０の背面側の物体５００を明瞭に視認させることができる。
【０１０６】
　また、棚板部１５０が、上下方向において離間して配置された２枚の棚板部（上棚板部
１７０及び下棚板部１６０）を有することは必須ではない。棚板部１５０は、少なくとも
、保持部材として機能する下棚板部１６０を有すればよい。つまり、下棚板部１６０のみ
が棚板部１５０として扱われてもよい。また、上棚板部１７０が、制御部１８０を保持す
る保持部材として機能してもよく、この場合、棚板部１５０は、少なくとも上棚板部１７
０を有していればよい。
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【０１０７】
　また、棚板部１５０は、上下方向または左右方向に分離した３以上の棚板部を有しても
よい。いずれの場合であっても、棚板部１５０が有する１以上の棚板部のそれぞれに載置
された物体５００に光を照射するように、照明部２００が配置されていればよい。すなわ
ち、照明部２００が、上下方向において離間して配置された２つの照明部（上照明部２２
０及び下照明部２１０）で構成されることは必須ではない。照明部２００は、棚板部１５
０を構成する、物理的に分離された棚板部のそれぞれに向けて光を照射するように、１以
上の照明部を有すればよい。
【０１０８】
　また、上照明部２２０における、光源部２２１の光の配光角を制限する光学部材は、マ
イクロルーバとは異なる種類の光学部材（例えば、レンズ、または、反射板など）であっ
てもよい。下照明部２１０についても同様に、光学部材として、例えば、レンズ、または
、反射板などが採用されてもよい。
【０１０９】
　また、例えば下棚板部１６０の根本部分（光透過パネル３００に近い側の端部）に、光
軸を、下斜め後方に向けた姿勢で第三照明部を配置してもよい。これにより、例えば、光
透過パネル３００の背面側に置かれた物体５００を、第三照明部によって照らすことがで
きる。なお、この場合、光透過パネル３００の背面側に、物体５００を載置するための棚
板部（第三棚板部）が配置されてもよい。また、この場合、例えば、表示パネル１１０の
透過状態及び不透過状態の切り替えに同期して、第三照明部のオン及びオフが切り替えら
れてもよく、また、画像表示装置１０の主電源がオンの場合は常に、第三照明部がオンで
あってもよい。
【０１１０】
　また、実施の形態１及び２に係る調光シート１１３は、所定の電圧を印加すること（オ
ンにすること）で、不透過状態から透過状態に切り替えられるとした。しかしながら、調
光シート１１３は、所定の電圧を印加することで、透過状態から不透過状態に切り替えら
れてもよい。この場合、例えば、画像表示装置１０の主電源がオフの場合であっても、調
光シート１１３は透過状態を維持する。従って、画像表示装置１０の主電源をオフにした
状態においても、表示パネル１１０の前面側に存在するユーザに、表示パネル１１０の背
面側の物体５００を、表示パネル１１０を介して視認させることは可能である。なお、こ
の場合、物体５００を照らすために、画像表示装置１０は、主電源がオフであっても照明
部２００をオン（点灯状態）にすることができる電気回路を有してもよい。
【０１１１】
　また、フレーム１３０の素材は、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属ではな
くてもよい。例えば、フレーム１３０の素材として樹脂が採用されてもよい。
【０１１２】
　また、実施の形態１において、制御部１８０を保持する保持部材は下棚板部１６０であ
るとしたが、制御部１８０を保持する保持部材は、１以上の物体５００を載置可能な棚板
部として実現する必要はない。例えば、画像表示部１００の裏面から後方に向けて立設さ
れた平板状のケースに、制御部１８０が保持されてもよい。この場合、当該ケースは、１
以上の物体５００の載置が不可能な、または、載置に適していない、形状、姿勢、サイズ
または強度であってもよい。この場合であっても、当該ケースは画像表示部１００の裏面
から後方に向けて立設されているため、透過モードで動作中の表示パネル１１０を前方か
ら見た場合に、当該ケースは目立ち難い姿勢である。従って、画像表示装置１０の動作制
御に必要な制御部１８０を、透過モードで動作可能な画像表示部１００の背面側に配置す
ることができ、かつ、制御部１８０を人目から隠すことができる。
【０１１３】
　また、表示パネル１１０は、調光パネル１１２を有しなくてもよい。この場合、画像表
示モードにおいて、有機ＥＬパネル１１１の裏面からの光の入射が、調光パネル１１２に
よって遮られないため、表示画像の明瞭性が低下する場合がある。しかし、第一透過モー
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ド及び第二透過モードにおいて、調光パネル１１２による光透過性のロスがなくなるため
、表示パネル１１０を介して物体５００を見た場合における物体５００の明瞭性が向上す
る。
【０１１４】
　また、上記の実施の形態１に関する補足事項は、実施の形態２について適用されてもよ
い。例えば、棚板部２５０ではなく、右側壁部２３２または左側壁部２３３が、制御部１
８０を保持する保持部材として機能してもよい。この場合、画像表示装置１０ａの右側面
または左側面における比較的に広い面積に、外部機器との接続を行うコネクタを配置する
ことができる。
【０１１５】
　また、例えば、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａは、上下に分離して配置される
複数の棚板部を有してもよい。例えば、画像表示装置１０ａにおいて、棚板部２５０が、
現在の棚板部２５０の位置に配置される下棚板部、及び、下棚板部と上壁部２３１との間
に配置される上棚板部を有してもよい。この場合、照明部２０１は、実施の形態１に係る
照明部２００と同様に、上棚板部に置かれた物体５００を照らすための上照明部と、下棚
板部に置かれた物体５００を照らすための下照明部とを有してもよい。また、この場合、
下棚板部及び上棚板部のいずれか一方に制御部１８０が保持されてもよい。
【０１１６】
　また、実施の形態２に係る枠体２３０は木製である必要はない、例えば、上壁部２３１
、右側壁部２３２、及び左側壁部２３３それぞれの少なくとも一部が、樹脂または金属で
形成されていてもよい。
【０１１７】
　また、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａは、棚板部２５０よりも下方に、画像表
示装置１０ａを設置するためのスタンド等を有してもよい。また、画像表示装置１０ａの
設置場所に特に限定はなく、例えば壁掛けユニットによって、画像表示装置１０ａが壁面
に取り付けられてもよい。
【０１１８】
　また、上下方向または／及び左右方向に並べられた、物体５００の載置が可能な複数の
区画を有するラックにおける１つの区画に、画像表示部１０１が配置されてもよい。これ
により、少なくとも１つの区画において物体５００の展示及び画像の表示が可能であり、
かつ、他の１以上の区画を用いて物体５００を展示または収容することができる画像表示
装置（またはラック）を構成することができる。
【０１１９】
　また、棚板部１５０及び２５０に物体５００が載置されることは必須ではない。棚板部
１５０は、画像表示装置１０の躯体の一部としての機能のみを有してもよく、棚板部２５
０は、画像表示装置１０ａの躯体の一部としての機能のみを有してもよい。また、照明部
２００及び２０１は、下方の物体５００を照らすためではなく、画像表示装置１０または
１０ａが置かれた空間における照明（間接照明）として用いられてもよい。
【０１２０】
　また、棚板部１５０及び２５０に物体５００が載置されるか否かにかかわらず、画像表
示装置１０は照明部２００を備えなくてもよく、画像表示装置１０ａは照明部２０１を備
えなくてもよい。例えば、画像表示装置１０（１０ａ）が、背面から外光または照明光が
入射する環境に置かれことが前提である場合、画像表示装置１０（１０ａ）は、照明部２
００（２０１）を備えなくてもよい。
【０１２１】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【０１２２】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
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ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【０１２３】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請
求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本開示は、テレビジョン受像機、モニタディスプレイ、または、デジタルサイネージな
どの画像表示装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０、１０ａ　画像表示装置
　１００、１０１　画像表示部
　１１０　表示パネル
　１１１　有機ＥＬパネル
　１１２　調光パネル
　１１３　調光シート
　１１４ａ　第一ガラス板
　１１４ｂ　第二ガラス板
　１２０　画像
　１２１　部分画像
　１３０　フレーム
　１３１　Ｔフレーム
　１３１ａ、２３１ａ、２３３ａ　保持溝
　１３１ｂ、２３１ｂ　照明用溝
　１３２　Ｒフレーム
　１３３　Ｌフレーム
　１３４　Ｂフレーム
　１３５　Ｍフレーム
　１３５ａ　開口部
　１５０、２５０　棚板部
　１６０　下棚板部
　１６１、２５１　棚本体部
　１６１ａ、２５１ａ　底面
　１６２、２５２　載置面部
　１７０　上棚板部
　１７２　取付部材
　１８０　制御部
　１８１　回路基板
　１８２　電子部品
　１８４　スピーカ装置
　１８９　排気ファン
　１９０　支持部材
　２００、２０１　照明部
　２１０　下照明部
　２０２、２１１、２２１　光源部
　２０３、２１２、２２２　ＬＥＤ素子
　２０４、２１３、２２３　基板
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　２１５、２２５　マイクロルーバ
　２２０　上照明部
　２２６　遮光体
　２３０　枠体
　２３１　上壁部
　２３２　右側壁部
　２３３　左側壁部
　２５５　支持部
　３００　光透過パネル
　４００　電線
　５００、５００ａ、５００ｂ　物体

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】令和1年9月12日(2019.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、透過モードで動作可能な表示パネルを備える画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、透明ディスプレイを備えるディスプレイ装置を開示する。このディスプ
レイ装置は、透明な有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎ
ｇ　ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）素子を用いてディスプレイを行う第１パネルと、第１パネル
の背面に配置し、背面からの光を遮断または透過させる、高分子分散型液晶を用いた第２
パネルと、第２パネルを透明な状態または不透明な状態に切り替える制御部を備える。こ
のディスプレイ装置では、第２パネルを透明にすることで、第１パネルの背面の物体の像
と第１パネルの像とを同時に鑑賞することができる。また、第２パネルを不透明にするこ
とで、第１パネル背面からの外光の介入のないコントラストの良い鮮明な画像を表示する
事が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１３－１５６６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる画像表示
装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における画像表示装置は、画像表示部であって、画像を表示する画像表示モード
と、前方から見た場合に前記画像表示部の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過
モードとの切り替えが可能な表示パネルを有する画像表示部と、前記表示パネルの動作を
制御する制御部と、前記画像表示部の背面から後方に向けて立設された保持部材であって
、前記制御部を保持する保持部材とを備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示の画像表示装置によれば、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施の形態１に係る画像表示装置の、第一透過モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る表示パネル及び上照明部の構成概要を示す断面図で
ある。
【図３】図３は、実施の形態１に係る表示パネル及び下照明部の構成概要を示す断面図で
ある。
【図４】図４は、実施の形態１に係る画像表示装置の側面図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る下棚板部の構成概要を示す分解斜視図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る画像表示装置の、画像表示モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る画像表示装置の、第二透過モードで動作している状
態を示す外観斜視図である。
【図８】図８は、実施の形態１に係る画像表示装置の表示パネル及び照明部の動作を、動
作モードごとにまとめた表を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１に係るマイクロルーバの構成例を示す図である。
【図１０】図１０は、図９に示すマイクロルーバによる配光角制御の結果の一例を示す図
である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る画像表示装置の、第一透過モードで動作してい
る状態を示す外観斜視図である。
【図１２】図１２は、実施の形態２に係る棚板部の構成概要を示す分解斜視図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２に係る表示パネル及び照明部の構成概要を示す断面図
である。
【図１４】図１４は、実施の形態２に係る画像表示装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本願発明者は、従来の画像表示装置に関し、以下の問題が生じることを見出した。上記
従来の透明ディスプレイのように、画像を表示する状態と透過状態との切り替え可能な表
示パネルは、例えば、ガラス基板上に配置された複数の有機ＥＬ素子とを有する有機ＥＬ
パネルと、高分子分散型液晶への電圧の印加の有無により光の透過及び不透過を切り替え
る調光シートとを有している。
【０００９】
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　この表示パネルにおいて、例えば、有機ＥＬパネルに画像を表示せず、かつ、調光シー
トをオン（透過状態）とすることで、表示パネルの前面側に存在するユーザに、表示パネ
ルの背面側の物体を視認させることができる。
【００１０】
　ここで、一般に、画像表示装置の動作を制御する制御部は、有機ＥＬパネル等の表示パ
ネルの裏面に沿う姿勢で配置される。しかしながら、上記従来の透明ディスプレイ等の画
像表示装置では、表示パネルの透過及び不透過の切り替え等の制御を行う制御部を、表示
パネルの背面側に配置した場合、表示パネルの透過性が制御部に阻害されるという問題が
生じる。つまり、制御部を表示パネルの裏面と平行な姿勢で配置した場合、制御部は比較
的に広い面で表示パネルの一部を覆う。これにより、表示パネルの全域が透過状態になっ
た場合であっても、制御部が配置された領域は、表示パネルを介して背面側の物体が視認
できない状態のままである。すなわち、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用
することができない。
【００１１】
　この問題を解決するために、例えば、制御部を、ディスプレイ装置を収容する筐体とは
別の筐体に収容することが考えられる。しかしながらこの場合、本体部と制御部とが別体
であることで、例えば、画像表示装置の搬送または設置が煩雑化するという別の問題が生
じ得る。
【００１２】
　本開示は、このような知見に基づいてなされたものであり、本願発明者が鋭意検討した
結果、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる画像表示装置の
構造についての着想を得た。
【００１３】
　以下、適宜図面を参照しながら実施の形態を説明する。但し、必要以上に詳細な説明は
省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に
対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避
け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１４】
　なお、本願発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説
明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図
するものではない。
【００１５】
　また、以下の実施の形態において、説明の便宜上、上下方向をＺ軸方向と一致させ、前
後方向をＹ軸方向と一致させ、左右方向をＸ軸方向と一致させているが、これら対応付け
は、本開示に係る画像表示装置の製造時または使用時における姿勢を限定するものではな
い。また、以下の説明において、例えば、Ｘ軸プラス側とは、Ｘ軸の矢印方向側を示し、
Ｘ軸マイナス側とは、Ｘ軸プラス側とは反対側を示す。Ｙ軸方向及びＺ軸方向についても
同様である。
【００１６】
　さらに、以下の実施の形態において、平行及び直交などの、２つの方向の相対的な姿勢
を示す表現が用いられる場合があるが、これらの表現は、厳密にはその姿勢ではない場合
も含む。例えば、２つの方向が平行である、という場合、特に断りのない限り、当該２つ
の方向が完全に平行であることを意味するだけでなく、実質的に平行であること、すなわ
ち、例えば数％程度の差異を含むことも意味する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　以下、図１～図１０を用いて実施の形態１を説明する。まず、図１～図４を用いて、実
施の形態１に係る画像表示装置の構成概要について説明する。
【００１８】
　［１－１．画像表示装置の構成概要］
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　図１は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、第一透過モードで動作している状態
を示す外観斜視図である。図２は、実施の形態１に係る表示パネル１１０及び上照明部２
２０の構成概要を示す断面図である。具体的には、図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線断
面を示す図である。図３は、実施の形態１に係る表示パネル１１０及び下照明部２１０の
構成概要を示す断面図である。具体的には、図３は、図１におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線断面
の一部を示す図である。図４は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の側面図である。
なお、図４では、表示パネル１１０及び光透過パネル３００のおおよその配置位置が、点
線または一点鎖線で表されている。
【００１９】
　図１～図４に示すように、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、表示パネル１１０
及び表示パネル１１０を支持するフレーム１３０を有する画像表示部１００と、棚板部１
５０と、照明部２００と、フレーム１３０に支持される光透過パネル３００とを備える。
【００２０】
　フレーム１３０は、本実施の形態では、Ｔフレーム１３１、Ｒフレーム１３２、Ｌフレ
ーム１３３、Ｂフレーム１３４、及びＭフレーム１３５を有する。Ｔフレーム１３１は、
表示パネル１１０の上辺に沿って配置される。Ｒフレーム１３２は、前面視における表示
パネル１１０の右辺に沿って配置される。Ｌフレーム１３３は、前面視における表示パネ
ル１１０の左辺に沿って配置される。Ｂフレーム１３４は、光透過パネル３００の下辺に
沿って配置される。Ｍフレーム１３５は、表示パネル１１０と光透過パネル３００との間
に配置される。つまり、Ｍフレーム１３５は、Ｒフレーム１３２とＬフレーム１３３との
間に渡されるように配置される。これらの部分的なフレーム（１３１～１３５）のそれぞ
れは、隣接する他の部分的なフレームと機械的に接続されている。
【００２１】
　なお、フレーム１３０の素材としては、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金
等の金属が採用される。これにより、例えば、比較的に重量が小さなフレーム１３０であ
って、かつ、強度の高いフレーム１３０を得ることができる。また、フレーム１３０を、
照明部２００等で発する熱を外部に放熱する放熱部材として機能させることも可能である
。
【００２２】
　上記構成を有するフレーム１３０において、表示パネル１１０は、Ｔフレーム１３１、
Ｒフレーム１３２、Ｌフレーム１３３、及びＭフレーム１３５によって支持される。また
、光透過パネル３００は、Ｍフレーム１３５、Ｒフレーム１３２、Ｌフレーム１３３、及
びＢフレーム１３４によって支持される。なお、フレーム１３０は、上記のように、５つ
の部材に分割されていることは必須ではない。例えば、Ｔ、Ｒ、Ｌ、Ｂフレーム（１３１
～１３４）に対応する角環状のフレーム、及び、Ｍフレーム１３５の２つの部材でフレー
ム１３０が形成されてもよい。
【００２３】
　表示パネル１１０は、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に、画像表
示部１００の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な
ディスプレイ装置である。具体的には、図２及び図３に示すように、有機ＥＬ（ｅｌｅｃ
ｔｒｏ－ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネル１１１と、有機ＥＬパネル１１１の背面側に
配置された調光パネル１１２とを備える。なお、表示パネル１１０に表示される「画像」
は、静止画及び動画のいずれであってもよく、静止画及び動画の両方を含む映像コンテン
ツであってもよい。
【００２４】
　本実施の形態において、有機ＥＬパネル１１１では、ＥＬ層と、ＥＬ層を挟む透明電極
とを有する有機ＥＬ素子がマトリクス状に配列されており、画像（背景画像を含む）を表
示しない領域は、一般的に透明と呼ばれる程度の光透過性を有している。
【００２５】
　また、調光パネル１１２は、調光シート１１３と、調光シート１１３の前面側に配置さ
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れた第一ガラス板１１４ａと、調光シート１１３の背面側に配置された第二ガラス板１１
４ｂとを有する。調光シート１１３は、所定の電圧の印加の有無により、光の透過及び不
透過を切替可能な部材である。調光シート１１３は、例えば、電圧の印加の有無によって
配向状態を変化させる液晶分子を含有する液晶層と、液晶層を挟む樹脂製のシートとで構
成されている。
【００２６】
　上記の有機ＥＬパネル１１１と調光パネル１１２とが重ね合わされた構造を有する表示
パネル１１０では、例えば図１に示すように、有機ＥＬパネル１１１に画像を表示させず
、かつ、調光シート１１３に所定の電圧を印加する（調光シート１１３をオンにする）こ
とで、画像表示部１００の背面側の物体５００が視認可能な透過状態となる。本実施の形
態では、この動作モードを、透過モードという。
【００２７】
　なお、表示パネル１１０が透過モードで動作する場合、より詳細には、図１に示すよう
に有機ＥＬパネル１１１に画像が表示されない場合と、有機ＥＬパネル１１１の一部に画
像が表示される場合とがある。そのため、これらの動作モードを区別するために、図１に
示すように有機ＥＬパネル１１１に画像が表示されない場合を、第一透過モードと呼び、
有機ＥＬパネル１１１の一部に画像が表示される場合を第二透過モードと呼ぶ。第二透過
モードについては、図７を用いて後述する。また、表示パネル１１０は、上記説明された
構成要素の他、例えば、反射防止フィルムなどの光学部材を備えてもよい。
【００２８】
　表示パネル１１０を含む画像表示部１００の背面には、後方に向けて立設された棚板部
１５０が配置されている。本実施の形態では、棚板部１５０は、図１に示すように、上棚
板部１７０と、下棚板部１６０とを含む。上棚板部１７０は、第一棚板部の一例であり、
下棚板部１６０は、第二棚板部の一例である。上棚板部１７０及び下棚板部１６０は、フ
レーム１３０に固定されている。また、下棚板部１６０は、図１及び図４に示すように、
支持部材１９０によって下方から支持されている。支持部材１９０には、図５を用いて後
述する、下棚板部１６０に収容される制御部等と電気的に接続される電線４００が収容さ
れている。
【００２９】
　上棚板部１７０及び下棚板部１６０のそれぞれには、物体５００（写真、人形、花瓶、
玩具、模型、または絵画等）を載置可能であり、表示パネル１１０が第一透過モードで動
作する場合、ユーザは、表示パネル１１０を介して、上棚板部１７０及び下棚板部１６０
のそれぞれに載置された物体５００を視認することができる。
【００３０】
　下棚板部１６０の前方には、Ｒフレーム１３２とＬフレーム１３３との間に渡されるＭ
フレーム１３５が配置される。Ｍフレーム１３５には、下棚板部１６０に収容される一対
のスピーカ装置が発する音の出口である一対の開口部１３５ａが形成されている。なお、
図示は省略されているが、Ｍフレーム１３５の前面には、例えば下棚板部１６０と同じ模
様のシート（木目シートなど）が貼付される。これにより、Ｍフレーム１３５は、外観上
、下棚板部１６０の一部のように認識される。また、当該シートの、開口部１３５ａの位
置には、開口部１３５ａからの音の出力が妨げられないように、例えば微細な孔が複数形
成されている。
【００３１】
　また、Ｍフレーム１３５は、光透過パネル３００の上端を支持する役目も有している。
光透過パネル３００は、表示パネル１１０の下方に配置され、背面側の物体を視認可能な
板状の光透過部材の一例である。光透過パネル３００は、例えばガラス板によって実現さ
れる。より具体的には、光透過パネル３００は、透過モードで動作している状態における
表示パネル１１０の光透過率と同程度の光透過率を有するように形成される。また、光透
過パネル３００の色も、透過モードで動作している状態における表示パネル１１０の色に
近くなるように調整される。これにより、表示パネル１１０が透過モードで動作している
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場合、外観上、表示パネル１１０と光透過パネル３００とは、裏面に上下２段の棚板を備
える一連のガラス板のように認識される。
【００３２】
　ここで、表示パネル１１０は、上述のように、有機ＥＬ素子及び液晶などの微細な遮光
要素が分散して配置されているため、第一透過モードで動作する場合であっても、光の透
過率は、例えば４０％～５０％程度である。従って、例えば比較的に暗い環境に画像表示
装置１０が置かれた場合、ユーザは、表示パネル１１０の背面側にある物体５００を明瞭
に視認できない可能性がある。
【００３３】
　しかしながら、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、照明部２００を備えており、
照明部２００から出射される光により、表示パネル１１０の背面側にある物体５００を照
らすことができる。
【００３４】
　具体的には、本実施の形態に係る照明部２００は、図２～図４に示すように、上照明部
２２０と下照明部２１０とを有する。上照明部２２０は、第一照明部の一例であり、下照
明部２１０は第二照明部の一例である。
【００３５】
　上照明部２２０は、画像表示部１００の背面における上端部に配置されている。具体的
には、図２に示すように、Ｔフレーム１３１に、表示パネル１１０の上端部を保持する保
持溝１３１ａと、上照明部２２０が取り付けられる照明用溝１３１ｂとが設けられている
。上照明部２２０は、光を放出する光源部２２１と、光源部２２１の光の放出側に配置さ
れたマイクロルーバ２２５とを有している。マイクロルーバ２２５は、光源部２２１の光
の配光角を制限する光学部材の一例である。上照明部２２０は、照明用溝１３１ｂに埋設
されており、これにより、表示パネル１１０が透過状態になった場合において、上照明部
２２０から出射された光が、画像表示装置１０の前方に存在するユーザの目に直接的に入
る可能性はない。
【００３６】
　光源部２２１は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２２３と、基板２２３に実装された複数のＬ
ＥＤ素子２２２とを有する。マイクロルーバ２２５は、光源部２２１に沿って配置された
Ｘ軸方向に長尺状の部材であり、Ｘ軸方向に延設された遮光体と透光体とが、短手方向に
交互に並べられた構造を有している。マイクロルーバ２２５のより具体的な構成例につい
ては、図９及び図１０を用いて後述する。
【００３７】
　下照明部２１０は、上棚板部１７０における根本部分に配置されている。具体的には、
図３に示すように、上棚板部１７０の、フレーム１３０側の端部の下面に、下照明部２１
０を取り付けるための取付部材１７２が配置されている。下照明部２１０は、取付部材１
７２を介して上棚板部１７０に固定されている。
【００３８】
　下照明部２１０は、上照明部２２０と共通する構成および特徴を有している。すなわち
、下照明部２１０は、光を放出する光源部２１１と、光源部２１１の光の放出側に配置さ
れたマイクロルーバ２１５とを有している。マイクロルーバ２１５は、光源部２１１の光
の配光角を制限する光学部材の一例である。
【００３９】
　光源部２１１は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２１３と、基板２１３に実装された複数のＬ
ＥＤ素子２１２とを有する。マイクロルーバ２１５は、光源部２１１に沿って配置された
Ｘ軸方向に長尺状の部材であり、Ｘ軸方向に延設された遮光体と透光体とが、短手方向に
交互に並べられた構造を有している。
【００４０】
　なお、マイクロルーバ２２５（２１５）は、例えば指向性半値角が１２０°程度である
、ＬＥＤ素子２２２（２１２）からの光の配光角を、６０°程度に制限することができる
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。また、マイクロルーバ２２５（２１５）は、例えば、光源部２２１（２１１）を外部か
ら隠す役割、及び、ＬＥＤ素子２２２（２１２）が点在することによる光の粒子感を抑制
する役割を備えている。
【００４１】
　上記のように構成された照明部２００により、棚板部１５０に載置された１以上の物体
５００が照らされる。つまり、図４に示すように、上照明部２２０から放出された光によ
って、上棚板部１７０に載置された物体５００ｂが照らされ、下照明部２１０から放出さ
れた光によって下棚板部１６０に載置された物体５００ａが照らされる。
【００４２】
　より具体的には、上照明部２２０では、光源部２２１から放出された光の配光角は、マ
イクロルーバ２２５によって狭められる。つまり、上照明部２２０から放出される光は、
マイクロルーバ２２５により、Ｙ軸方向において、上棚板部１７０を中心とする所定の範
囲内に収まるよう制限される。従って、上照明部２２０から放出される光の、表示パネル
１１０への入射量は抑制され、例えば、前面から表示パネル１１０を見た場合に、上照明
部２２０の光によって部分的に白く見える可能性が低減される。また、上棚板部１７０よ
りも後方の領域を、上照明部２２０が不必要に明るく照らす状態が発生し難い。
【００４３】
　下照明部２１０についても同様に、光源部２１１から放出された光の配光角は、マイク
ロルーバ２１５によって制限され、これにより、当該光の照射範囲が、下棚板部１６０を
中心とする所定の範囲内に収められる。従って、下照明部２１０から放出される光は、表
示パネル１１０に入射し難い。また、下照明部２１０が、下棚板部１６０よりも後方の領
域を不必要に明るく照らす状態が発生し難い。
【００４４】
　［１－２．下棚板部］
　次に、本実施の形態に係る下棚板部１６０の構成について、図５を用いて説明する。図
５は、実施の形態１に係る下棚板部１６０の構成概要を示す分解斜視図である。具体的に
は、図５では、下棚板部１６０を棚本体部１６１と載置面部１６２とに分離して示してい
る。
【００４５】
　本実施の形態において、下棚板部１６０は、制御部１８０を収容した状態で保持する保
持部材の一例であり、具体的には、図５に示すように、下棚板部１６０の内部に、制御部
１８０が収容されている。制御部１８０は、表示パネル１１０及び照明部２００の動作を
制御する。制御部１８０は、１以上の回路基板１８１、及び、１以上の回路基板１８１に
実装された複数の電子部品１８２等で構成されている。制御部１８０は、下棚板部１６０
の厚み（Ｚ軸方向の幅）内に収まるように、棚本体部１６１の底面１６１ａに沿う姿勢で
配置されている。つまり、平板状の制御部１８０は、下棚板部１６０と同じく、画像表示
部１００の背面に対して起立した姿勢で下棚板部１６０に収容されている。
【００４６】
　また、下棚板部１６０にはさらに、画像表示部１００の前面側から音を放出するスピー
カ装置が収容されている。本実施の形態では、例えば２ｃｈステレオ音声を出力するため
の一対のスピーカ装置１８４が、下棚板部１６０の内部に収容されている。一対のスピー
カ装置１８４のそれぞれの前方には、上述のように、Ｍフレーム１３５に形成された開口
部１３５ａが存在し、スピーカ装置１８４から出力される音は、開口部１３５ａを介して
画像表示装置１０の前方に放出される。このように、本実施の形態では、制御部１８０を
保持する下棚板部１６０は、制御部１８０及びスピーカ装置１８４を隠す部材としても機
能する。
【００４７】
　また、下棚板部１６０にはさらに、制御部１８０及びスピーカ装置１８４等の、下棚板
部１６０の内部に収容された装置を冷却するための排気ファン１８９を２つ備えている。
これら２つの排気ファン１８９が駆動することで、例えば、下棚板部１６０に形成された
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孔または隙間から外気が下棚板部１６０の内部に導入され、制御部１８０及びスピーカ装
置１８４等を冷却して２つの排気ファン１８９から外部に放出される。
【００４８】
　なお、下棚板部１６０に収容される要素は、制御部１８０及びスピーカ装置１８４等の
装置には限定されず、例えば、図示しないテレビチューナ及び光ディスクプレーヤ等が収
容されてもよい。
【００４９】
　上記のように、制御部１８０及びスピーカ装置１８４を保持する下棚板部１６０は、支
持部材１９０によって下方から支持されている。そのため、下棚板部１６０の耐荷重が増
加する。従って、例えば、下棚板部１６０に収容される要素（制御部１８０等）の数また
は重量を増加させることが可能となる。また、支持部材１９０には、少なくとも制御部１
８０と電気的に接続された電線４００が収容されている。電線４００は、例えば、商用電
源と接続された電源ケーブル、または、外部のＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）機器と
接続された信号ケーブルである。なお、支持部材１９０に複数の電線４００が収容されて
もよい。つまり、下棚板部１６０を下方から支持する支持部材１９０は、例えば、制御部
１８０に電力及び／または各種の信号を供給する電線４００を隠す部材として利用するこ
とができる。また、支持部材１９０、例えば、複数の電線４００を束ねる部材としても利
用することができる。
【００５０】
　［１－３．画像表示装置の動作例］
　以上のように構成された画像表示装置１０の動作例を、図６～図８を用いて説明する。
図６は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、画像表示モードで動作している状態を
示す外観斜視図である。図７は、実施の形態１に係る画像表示装置１０の、第二透過モー
ドで動作している状態を示す外観斜視図である。図８は、実施の形態１に係る画像表示装
置１０の表示パネル及び照明部の状態を、動作モードごとにまとめた表を示す図である。
【００５１】
　なお、上述の第一透過モード（図１参照）、並びに、以下で説明する画像表示モード及
び第二透過モードの各々の動作モード間の切り替えは、例えば、画像表示装置１０を操作
する専用リモコンもしくは汎用の携帯端末、または、画像表示装置１０に画像データを供
給するＡＶ機器等からの制御信号に基づいて行われる。また、例えば、画像データに付加
された情報に基づいて、画像表示装置１０の制御部１８０が動作モードを切り替えてもよ
い。
【００５２】
　図６に示すように、画像表示装置１０は、表示パネル１１０に画像１２０を表示する画
像表示モードで動作する。より詳細には、制御部１８０は、有機ＥＬパネル１１１の画像
表示領域の全域に画像１２０を表示させ、かつ、調光パネル１１２の調光シート１１３を
オフ（不透過）にする。さらに制御部１８０は、照明部２００（上照明部２２０及び下照
明部２１０）をオフ（消灯）にする。これにより、有機ＥＬパネル１１１の裏面からの光
の入射が、調光シート１１３によって遮られ、かつ、照明部２００による光の照射は停止
される。その結果、表示パネル１１０に表示される画像１２０は、表示パネル１１０の背
面側からの光の影響をほぼ受けることなく、明瞭に表示される。
【００５３】
　なお、表示パネル１１０に表示される画像に対応する画像データは、下棚板部１６０に
収容されているテレビチューナ、または、電線４００に接続されたＡＶ機器等から制御部
１８０に供給される。制御部１８０は、供給される画像データに基づいて有機ＥＬパネル
１１１を駆動し、これにより、表示パネル１１０に画像が表示される。なお、画像データ
の供給元に特に限定はなく、例えば、画像表示装置１０に接続されたハードディスクまた
は半導体メモリから画像データが制御部１８０に読み込まれてもよい。また、制御部１８
０は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）またはＷｉ－Ｆｉ（登録商標）等の所定
の規格に従った無線通信を介して、パーソナルコンピュータ、タブレット、またはスマー
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トフォン等から画像データを取得してもよい。
【００５４】
　また、例えば、「動作モードの切り替え時に調光シート１１３をオフにする」、と言う
場合、動作モードの切り替え前において、調光シート１１３がオフであれば、調光シート
１１３をオフのまま維持することを意味する。このことは、「調光シート１１３をオンに
する」との表現についても同じであり、照明部２００等の他の装置のオン及びオフについ
ても同じである。
【００５５】
　また、図７に示すように、画像表示装置１０は、表示パネル１１０を透過状態とし、か
つ、表示パネル１１０に画像を表示する第二透過モードで動作する。すなわち、図１を用
いて説明した第一透過モードでは、表示パネル１１０には画像が表示されず、全面が透過
状態になるのに対し、第二透過モードでは、表示パネル１１０の一部が透過状態となり、
他の部分には画像（部分画像１２１）が表示される状態となる。
【００５６】
　第二透過モードでは、制御部１８０は、有機ＥＬパネル１１１の画像表示領域の一部に
部分画像１２１を表示させ、かつ、調光パネル１１２の調光シート１１３をオン（透過）
にする。さらに制御部１８０は、照明部２００（上照明部２２０及び下照明部２１０）を
オン（点灯）にする。これにより、ユーザは、有機ＥＬパネル１１１における部分画像１
２１が表示されていない領域を介して、棚板部１５０に載置された物体５００を視認する
ことができる。また、このとき、棚板部１５０に載置された物体５００には、照明部２０
０からの光が照射され、これにより、仮に、画像表示装置１０が比較的に暗い環境に置か
れている場合であっても、ユーザは物体５００を明瞭に視認することができる。
【００５７】
　さらに、例えば、棚板部１５０に載置された物体５００とともに、部分画像１２１をユ
ーザに見せることができるため、例えば、物体５００と部分画像１２１との組み合わせに
より、仮想現実（ＡＲ：Ａｕｇｕｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）映像をユーザに提供す
ることも可能である。
【００５８】
　なお、１以上の部分画像１２１のそれぞれは、動画及び静止画のいずれであってもよい
。また、部分画像１２１そのものが動画及び静止画のいずれであっても、表示パネル１１
０における部分画像１２１の位置は一定であってもよく、また、変化してもよい。
【００５９】
　なお、表示パネル１１０に１以上の部分画像１２１を表示するための画像データは、画
像表示モード（図６参照）における画像１２０と同じく、テレビチューナ、ＡＶ機器、ま
たはパーソナルコンピュータ等から制御部１８０に供給される。
【００６０】
　以上のように、画像表示装置１０は、画像表示モード、及び透過モード（第一透過モー
ド及び第二透過モード）で動作することができる。各動作モードにおける、表示パネル１
１０及び照明部２００の状態（動作内容）をまとめると、図８のように示される。
【００６１】
　すなわち、画像表示装置１０が、画像が全画面表示される画像表示モードで動作する場
合、有機ＥＬパネル１１１には画像が表示され（画像表示がオン）、調光シート１１３は
オフ（不透過）となり、照明部２００もオフ（消灯）となる。これにより、例えば、ユー
ザは、画像表示装置１０で、通常のテレビ放送、または、ＡＶ機器で再生される映画等を
、適切な画質で視聴することができる。
【００６２】
　また、画像表示装置１０が、画像を表示しない第一透過モードで動作する場合、有機Ｅ
Ｌパネル１１１には画像が表示されず（画像表示がオフ）、調光シート１１３はオン（透
過）となり、照明部２００もオン（点灯）となる。これにより、例えば、ユーザは、画像
表示装置１０の棚板部１５０に載置された１以上の物体５００を、表示パネル１１０を介
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して明瞭に視認することができる。
【００６３】
　また、画像表示装置１０は、一部のみに画像を表示する第二透過モードで動作する場合
、有機ＥＬパネル１１１の画像表示領域の一部のみに画像が表示され（画像表示がオン）
、調光シート１１３はオン（透過）となり、照明部２００もオン（点灯）となる。これに
より、例えば、ユーザは、表示パネル１１０に表示される仮想の物体（部分画像１２１（
図７参照））と、棚板部１５０に載置された１以上の現実の物体５００とを、１つの画面
内で同時に見ることができる。
【００６４】
　このように、本実施の形態に係る画像表示装置１０では、調光シート１１３が透過状態
となる透過モード（第一透過モード及び第二透過モード）動作する場合は、制御部１８０
は、照明部２００をオンにする。つまり、透過モードは、表示パネル１１０の少なくとも
一部を介して背面側の物体５００を視認させる動作モードであり、この場合、制御部１８
０は、照明部２００をオンにすることで、照明部２００に光を放出させる。これにより、
表示パネル１１０を前方から見た場合における物体５００の明瞭性であって、光の透過率
が比較的に低い表示パネル１１０の背面側に配置された物体５００の明瞭性を向上させる
ことができる。
【００６５】
　［１－４．マイクロルーバの構成例］
　次に、図９及び図１０を用いて、実施の形態１に係る照明部２００が備える、光の配光
角を制限する光学部材であるマイクロルーバの構成例について説明する。
【００６６】
　図９は、実施の形態１に係るマイクロルーバ２２５の構成例を示す図であり、図１０は
、図９に示すマイクロルーバ２２５による配光角制御の結果の一例を示す図である。
【００６７】
　なお、図９、図１０及びその説明では、上照明部２２０が有するマイクロルーバ２２５
に着目し、その図示及び説明を行っているが、マイクロルーバ２２５に関する特徴的な事
項は、下照明部２１０が有するマイクロルーバ２１５に適用されてもよい。
【００６８】
　また、図９における一点鎖線は、光源部２２１の光軸を表している。また、図１０では
、上照明部２２０がオンの場合における、上棚板部１７０における明るさの分布をドット
の濃淡で模式的に示しており、ドットが濃いほど明るいこと意味する。また、図１０にお
いて、マイクロルーバ２２５及び光源部２２１は、光源部２２１と上棚板部１７０との間
にマイクロルーバ２２５が配置されることを表すために、模式的に図示されており、それ
らの姿勢は実際の姿勢とは異なる。
【００６９】
　図９に示すように、マイクロルーバ２２５における複数の遮光体２２６は、複数の遮光
体２２６の並び方向（マイクロルーバ２２５の短手方向）において等間隔で並んでいなく
てもよい。例えば図９に示すように、マイクロルーバ２２５を、短手方向において３つの
領域（領域ａ、ｂ、ｃ）に分割した場合を想定する。この場合、領域ａ、ｂ、ｃのそれぞ
れにおける、短手方向の単位長さあたりの遮光体２２６の数（密度：Ｄａ、Ｄｂ、Ｄｃ）
は、Ｄｂ＜Ｄａ＜Ｄｃであってもよい。
【００７０】
　この場合、短手方向において、マイクロルーバ２２５の中央部分では遮光体２２６が粗
に並べられることで、マイクロルーバ２２５から放出される光量が多くなる。マイクロル
ーバ２２５の後端部分（Ｙ軸プラス側の端部）では、遮光体２２６が密に並べられること
で、マイクロルーバ２２５から放出される光量が少なくなる。マイクロルーバ２２５の前
端部分（Ｙ軸マイナス側の端部）では、遮光体２２６がさらに密に並べられることで、マ
イクロルーバ２２５から放出される光量がさらに少なくなる。
【００７１】
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　その結果、上照明部２２０によって照らされる、上棚板部１７０における光量の分布は
、図１０に示すように模式的に表される。すなわち、マイクロルーバ２２５の領域ａ、ｂ
、ｃに放出される光に照らされる、上棚板部１７０の領域をＡ、Ｂ、Ｃとした場合、領域
Ｂが最も明るく、次に領域Ａが明るく、領域Ｃが、領域Ａ、Ｂ、Ｃのうちで最も暗くなる
。つまり、上棚板部１７０の奥行方向（Ｙ軸方向）の中央部から後端にかけて、多くの光
が照射され、これにより、例えば、上棚板部１７０に載置された物体５００を効率よく照
らすことができる。また、上棚板部１７０よりも後方への不要な光の放出量が低減される
。また、表示パネル１１０に近い領域である領域Ｃについては、上照明部２２０から比較
的に少ない光が照射されることで、上照明部２２０から表示パネル１１０に入射する光量
が低減される。これにより、例えば、上照明部２２０の光によって表示パネル１１０が部
分的に白く見える可能性が低減される。
【００７２】
　このように、マイクロルーバ２２５が有する複数の遮光体２２６の粗密を調整すること
で、上棚板部１７０に照射する照明光の分布を調整することが可能である。なお、図９に
示すマイクロルーバ２２５の構成は一例であり、例えば、遮光体２２６の粗密に加えてま
たは換えて、遮光体２２６の傾きを変えることで、上照明部２２０から放出される光の配
光角または配光特性を調整してもよい。つまり、マイクロルーバ２２５における複数の遮
光体２２６のうちの１以上の遮光体２２６は、光源部２２１の光軸に対して傾いていても
よい。すなわち、１以上の遮光体２２６の傾きを調整することで、上照明部２２０から放
出される光の配光角または配光特性を調整してもよい。
【００７３】
　［１－５．効果等］
　以上説明したように、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、画像表示部１００であ
って、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に画像表示部１００の背面側
の物体５００が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示パネル１
１０を有する画像表示部１００と、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０と、
保持部材である下棚板部１６０とを備える。下棚板部１６０は、画像表示部１００の背面
から後方に向けて立設されており、制御部１８０を収容した状態で保持する。
【００７４】
　この構成によれば、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０は、画像表示部１
００の背面から立設された保持部材である下棚板部１６０に保持される。つまり、表示パ
ネル１１０が透過状態である場合において、下棚板部１６０及び上棚板部１７０は、ユー
ザの視線方向に沿った姿勢でユーザに視認される。そのため、下棚板部１６０の、ユーザ
の視野に入る面積は比較的に小さくなる。本実施の形態では、このように目立ち難い姿勢
で配置される下棚板部１６０に、制御部１８０が保持される。そのため、表示パネル１１
０が透過モードで動作している場合であっても、制御部１８０が、背面側の視野に与える
影響が少ない。従って、画像表示装置１０の動作制御に必要な制御部１８０を、透過モー
ドで動作可能な画像表示部１００の背面側に配置することができ、かつ、制御部１８０を
人目から隠すことができる。また、保持部材として機能する下棚板部１６０に、写真、人
形、または花瓶等の物体５００を載置できる。このように、本実施の形態に係る画像表示
装置１０によれば、透過モードで動作可能な表示パネルを有効に利用することができる。
【００７５】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０において、保持部材である下棚板部１６０
は、画像表示部１００の背面側において横方向に延設されている。
【００７６】
　この構成によれば、保持部材として機能する下棚板部１６０の、１以上の物体５００が
置かれる棚としての有用性が高まる。また、横方向に延在する棚板部１５０は、例えば、
画像表示部１００を補強する梁として機能させることができる。これにより、例えば画像
表示装置１０の大型化が可能となる。
【００７７】
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　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、保持部材である下棚板部１６
０を下方から支持する支持部材１９０を備える。
【００７８】
　この構成によれば、下棚板部１６０の耐荷重が増加する。従って、例えば、下棚板部１
６０が保持する要素（制御部１８０等）の数または重量を増加させることが可能となる。
【００７９】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０において、支持部材１９０には、制御部１
８０と接続された電線４００が収容されている。
【００８０】
　この構成によれば、支持部材１９０を、制御部１８０に電力及び／または各種の信号を
供給する電線４００を隠す部材として利用することができる。また、支持部材１９０、例
えば、複数の電線４００を束ねる部材としても利用することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、保持部材である下棚板部１６
０に保持され、画像表示部１００の前面側から音を放出するスピーカ装置１８４を備える
。
【００８２】
　具体的には、本実施の形態では、一対のスピーカ装置１８４が、制御部１８０とともに
、下棚板部１６０に収容されており、これにより、制御部１８０だけでなく、一対のスピ
ーカ装置１８４も人目から隠すことができる。
【００８３】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０は、さらに、表示パネル１１０の下方に配
置され、背面側の物体を視認可能な板状の光透過パネル３００を備える。
【００８４】
　この構成によれば、例えば、外観上、表示パネル１１０と光透過パネル３００とを、裏
面に棚板部１５０を備える一連のガラス板のように認識させることができる。
【００８５】
　（実施の形態２）
　次に、図１１～図１４を用いて実施の形態２に係る画像表示装置１０ａについて説明す
る。なお、以下では、実施の形態１と共通する構成要素及び動作内容については適宜省略
し、実施の形態１との差分を中心に説明する。
【００８６】
　図１１は、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａの、第一透過モードで動作している
状態を示す外観斜視図である。図１２は、実施の形態２に係る棚板部２５０の構成概要を
示す分解斜視図である。具体的には、図１２では、棚板部２５０を棚本体部２５１と載置
面部２５２とに分離して示している。
【００８７】
　図１３は、実施の形態２に係る表示パネル１１０及び照明部２０１の構成概要を示す断
面図である。具体的には、図１３は、図１１におけるＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線断面の一部を
示す図である。図１４は、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａの側面図である。なお
、図１４では、右側壁部２３２の図示が省略され、かつ、表示パネル１１０及び照明部２
０１の側面が簡易的に図示されている。
【００８８】
　図１１～図１４に示すように、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａは、表示パネル
１１０を有する画像表示部１０１と、棚板部１５０と、枠体２３０と、照明部２０１とを
備える。本実施の形態では、画像表示部１０１が、枠体２３０及び棚板部２５０により形
成される矩形環状の外囲部材によって、外周から囲まれ、かつ、支持される構造を有して
いる。また、本実施の形態において、画像表示部１０１は、表示パネル１１０の前面を保
護するための保護パネルなど、表示パネル１１０以外の部材を有してもよいが、その説明
及び図示は省略する。
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【００８９】
　表示パネル１１０は、実施の形態１で説明したように、画像を表示する画像表示モード
と、前方から見た場合に、表示パネル１１０の背面側の物体が視認可能な透過状態となる
透過モードとの切り替えが可能なディスプレイ装置である。表示パネル１１０は、図１２
に示すように、有機ＥＬパネル１１１と、有機ＥＬパネル１１１の背面側に配置された調
光パネル１１２とを備える。図１１では、表示パネル１１０は、第一透過モードで動作し
ており、表示パネル１１０の前面側から表示パネル１１０の背面側の物体５００は視認可
能である。また、図示は省略されているが、表示パネル１１０は、画像表示モード（図６
参照）及び第二透過モード（図７参照）でも動作可能であり、これら表示パネル１１０の
特徴は、実施の形態１及び２において共通する。
【００９０】
　枠体２３０は、本実施の形態では、上壁部２３１、右側壁部２３２、及び左側壁部２３
３を有する。上壁部２３１は、画像表示部１０１の上辺に沿って配置される。右側壁部２
３２は、前面視における画像表示部１０１の右辺に沿って配置される。左側壁部２３３は
、前面視における画像表示部１０１の左辺に沿って配置される。右側壁部２３２は、前面
視において棚板部２５０の右端部に接続され、左側壁部２３３は、前面視において棚板部
２５０の左端部に接続されている。上壁部２３１は、右側壁部２３２及び左側壁部２３３
の上端部に接続されている。上壁部２３１及び棚板部２５０と、右側壁部２３２及び左側
壁部２３３とは、例えばネジによって接続されている。なお、本実施の形態では、棚板部
２５０は、枠体２３０とは別の部材として扱われるが、棚板部２５０は、枠体２３０の一
部として扱われてもよい。
【００９１】
　左側壁部２３３には、図１１及び図１２に示すように、前面視における画像表示部１０
１の左端縁を保持する保持溝２３３ａが形成されている。右側壁部２３２にも同様に、前
面視における画像表示部１０１の右端縁を保持する保持溝（図示せず）が形成されている
。上壁部２３１には、図１２～図１４に示すように、画像表示部１０１の上端縁を保持す
る保持溝２３１ａが形成されている。
【００９２】
　本実施の形態では、上壁部２３１、右側壁部２３２、及び左側壁部２３３のそれぞれは
木製である。そのため、画像表示装置１０ａは、図１１に示すように第一透過モードで動
作中は、前面がガラスで覆われた、物体５００を展示するための家具または什器として認
識される。
【００９３】
　棚板部２５０は、画像表示部１０１の背面から後方に向けて立設されている。具体的に
は、棚板部２５０は、図１１、図１２、及び図１４に示すように、画像表示部１０１の下
端縁を支持する支持部２５５を前端部に有している。棚板部２５０は、支持部２５５より
も後方に、画像表示部１０１の背面から後方に向けて立設された部分を有している。また
、棚板部２５０は横方向（左右方向）に延在しており、画像表示部１０１の下辺の全域を
支持しかつ覆う大きさに形成されている。
【００９４】
　物体５００は、棚板部２５０の上面を形成する載置面部２５２に載置され、第一透過モ
ードまたは第二透過モードで動作中の表示パネル１１０を介して、画像表示装置１０ａの
前方のユーザによって視認される。表示パネル１１０の透過率は、例えば４０％～５０％
程度であるため、比較的に暗い環境に画像表示装置１０ａが置かれた場合に、ユーザが物
体５００を明瞭に視認できない可能性がある。そこで、画像表示装置１０ａでは、実施の
形態１に係る画像表示装置１０と同様に、物体５００に照明光を照射する照明部２０１を
有している。
【００９５】
　照明部２０１は、画像表示部１０１の背面における上端部に配置されている。具体的に
は、図１３に示すように、上壁部２３１に、照明部２０１が取り付けられる照明用溝２３
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１ｂが設けられている。照明部２０１は、光を放出する光源部２０２と、光源部２０２で
発生する熱を放熱するためのヒートシンク２０５とを有している。ヒートシンク２０５は
、光源部２０２を照明用溝２３１ｂに取り付けるため取付部材としても機能する。ヒート
シンク２０５は、例えばアルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属製の部材である。
光源部２０２は、Ｘ軸方向に長尺状の基板２０４と、基板２０４に実装された複数のＬＥ
Ｄ素子２０３とを有する。照明部２０１は、実施の形態１に係る照明部２００と同じく、
表示パネル１１０の透過状態及び不透過状態の切り替えに同期してオンオフが切り替えら
れる（例えば図８参照）。これにより、例えば図１４に示すように、照明部２０１の下方
に位置する物体５００に照明光が照射され、ユーザは、表示パネル１１０を介して、より
明瞭に物体５００を視認することができる。また、照明部２０１は、照明用溝２３１ｂに
埋設されており、これにより、表示パネル１１０が透過状態になった場合において、照明
部２０１から出射された光が、画像表示装置１０ａの前方に存在するユーザの目に直接的
に入る可能性はない。
【００９６】
　なお、図１３には図示されていないが、本実施の形態に係る照明部２０１は、光源部２
０２の光の配光角を制限する光学部材であるマイクロルーバを有してもよい。これにより
、光源部２０２から放出される光を効率よく物体５００に照射することができる。また、
照明部２０１から表示パネル１１０に入射する光量が低減される。これにより、例えば、
照明部２０１の光によって表示パネル１１０が部分的に白く見える可能性が低減される。
【００９７】
　このように構成された画像表示装置１０ａにおいて、画像表示部１０１が有する表示パ
ネル１１０及び照明部２０１の動作は、棚板部２５０に保持された制御部１８０によって
制御される。棚板部２５０は、制御部１８０を収容した状態で保持する保持部材の一例で
あり、具体的には、図１２に示すように、棚板部２５０の内部に制御部１８０が収容され
ている。制御部１８０は、棚板部２５０の厚み（Ｚ軸方向の幅）内に収まるように、棚本
体部２５１の底面２５１ａに沿う姿勢で配置されている。つまり、平板状の制御部１８０
は、棚板部２５０と同じく、画像表示部１０１の背面に対して起立した姿勢で棚板部２５
０に収容されている。
【００９８】
　なお、図１２には図示されていないが、棚板部２５０には、実施の形態１に係る下棚板
部１６０と同様に、スピーカ装置及び排気ファン等の電気機器が収容されてもよい。
【００９９】
　以上説明したように、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａは、画像表示部１０１で
あって、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に画像表示部１０１の背面
側の物体５００が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示パネル
１１０を有する画像表示部１０１と、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０と
、保持部材である棚板部２５０とを備える。棚板部２５０は、画像表示部１０１の背面か
ら後方に向けて立設されており、制御部１８０を収容した状態で保持する。
【０１００】
　この構成によれば、表示パネル１１０の動作を制御する制御部１８０は、画像表示部１
００の背面から立設された保持部材である棚板部２５０に保持される。つまり、表示パネ
ル１１０が透過状態である場合において、棚板部２５０は、ユーザの視線方向に沿った姿
勢でユーザに視認される。そのため、棚板部２５０の、ユーザの視野に入る面積は比較的
に小さくなる。本実施の形態では、このように目立ち難い姿勢で配置される棚板部２５０
に、制御部１８０が保持される。そのため、表示パネル１１０が透過モードで動作してい
る場合であっても、制御部１８０が、背面側の視野に与える影響が少ない。従って、画像
表示装置１０の動作制御に必要な制御部１８０を、透過モードで動作可能な画像表示部１
０１の背面側に配置することができ、かつ、制御部１８０を人目から隠すことができる。
また、保持部材として機能する棚板部２５０に、写真、人形、または花瓶等の物体５００
を載置できる。このように、本実施の形態に係る画像表示装置１０によれば、透過モード
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で動作可能な表示パネルを有効に利用することができる。
【０１０１】
　また、本実施の形態に係る画像表示装置１０ａはさらに、前面視において、保持部材で
ある棚板部２５０の右端部に接続され、画像表示部１０１を右側方から覆う右側壁部２３
２と、前面視において、棚板部２５０の左端部に接続され、画像表示部１０１を左側方か
ら覆う左側壁部２３３と、右側壁部２３２及び左側壁部２３３それぞれの上端部に接続さ
れ、画像表示部１０１を上方から覆う上壁部２３１と、を備える。
【０１０２】
　このように、本実施の形態では、枠体２３０及び棚板部２５０によって形成される矩形
環状の外囲部材によって画像表示部１０１が囲まれており、これにより、画像表示装置１
０ａは、全体としてシンプルな箱型形状となる。また、画像表示装置１０ａの下面を形成
する棚板部２５０は、平面視における面積が比較的に大きく、また、制御部１８０及び物
体５００等の荷重が下向きに加えられる。そのため、棚板部２５０を、画像表示装置１０
ａのスタンドとして利用することができ、例えば、住宅内の床面に画像表示装置１０ａを
置くことも可能である。さらに、上述のように、例えば枠体２３０を木製とすることがで
き、これにより、画像表示装置１０ａを、室内において、物体５００を展示するための家
具または什器のように見せることもできる。
【０１０３】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態を説明した。し
かしながら、本開示における技術は、これらに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態で説明した各
構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。そこで、以下、他
の実施の形態を例示する。
【０１０４】
　例えば、実施の形態１及び２に係る表示パネル１１０は、画像を表示するためのディス
プレイ装置として、有機ＥＬパネル１１１とは異なる種類のディスプレイ装置を有しても
よい。具体的には、有機ＥＬパネル１１１と同じく自発光型のディスプレイ装置である無
機ＥＬパネルが、有機ＥＬパネル１１１の代わりに、表示パネル１１０に備えられてもよ
い。
【０１０５】
　また、第二透過モードは、表示パネル１１０の一部に画像が表示される動作モードであ
るため、「画像表示モード」の一種として扱われてもよい。例えば、図６に示される画像
表示装置１０の動作モードを、「第一画像表示モード」とし、図７に示される画像表示装
置１０の動作モードを、「第二画像表示モード」としてもよい。この場合、制御部１８０
は、表示パネル１１０が画像表示モードで動作する場合、原則、照明部２００に光の照射
を停止させ、例外として、表示パネル１１０が第二画像表示モードで動作する場合は、照
明部２００に光を照射させる。これにより、表示パネル１１０が第二透過モードで動作す
る場合と同じく、部分画像１２１が表示される表示パネル１１０の一部を介して、ユーザ
に、表示パネル１１０の背面側の物体５００を明瞭に視認させることができる。
【０１０６】
　また、棚板部１５０が、上下方向において離間して配置された２枚の棚板部（上棚板部
１７０及び下棚板部１６０）を有することは必須ではない。棚板部１５０は、少なくとも
、保持部材として機能する下棚板部１６０を有すればよい。つまり、下棚板部１６０のみ
が棚板部１５０として扱われてもよい。また、上棚板部１７０が、制御部１８０を保持す
る保持部材として機能してもよく、この場合、棚板部１５０は、少なくとも上棚板部１７
０を有していればよい。
【０１０７】
　また、棚板部１５０は、上下方向または左右方向に分離した３以上の棚板部を有しても
よい。いずれの場合であっても、棚板部１５０が有する１以上の棚板部のそれぞれに載置
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された物体５００に光を照射するように、照明部２００が配置されていればよい。すなわ
ち、照明部２００が、上下方向において離間して配置された２つの照明部（上照明部２２
０及び下照明部２１０）で構成されることは必須ではない。照明部２００は、棚板部１５
０を構成する、物理的に分離された棚板部のそれぞれに向けて光を照射するように、１以
上の照明部を有すればよい。
【０１０８】
　また、上照明部２２０における、光源部２２１の光の配光角を制限する光学部材は、マ
イクロルーバとは異なる種類の光学部材（例えば、レンズ、または、反射板など）であっ
てもよい。下照明部２１０についても同様に、光学部材として、例えば、レンズ、または
、反射板などが採用されてもよい。
【０１０９】
　また、例えば下棚板部１６０の根本部分（光透過パネル３００に近い側の端部）に、光
軸を、下斜め後方に向けた姿勢で第三照明部を配置してもよい。これにより、例えば、光
透過パネル３００の背面側に置かれた物体５００を、第三照明部によって照らすことがで
きる。なお、この場合、光透過パネル３００の背面側に、物体５００を載置するための棚
板部（第三棚板部）が配置されてもよい。また、この場合、例えば、表示パネル１１０の
透過状態及び不透過状態の切り替えに同期して、第三照明部のオン及びオフが切り替えら
れてもよく、また、画像表示装置１０の主電源がオンの場合は常に、第三照明部がオンで
あってもよい。
【０１１０】
　また、実施の形態１及び２に係る調光シート１１３は、所定の電圧を印加すること（オ
ンにすること）で、不透過状態から透過状態に切り替えられるとした。しかしながら、調
光シート１１３は、所定の電圧を印加することで、透過状態から不透過状態に切り替えら
れてもよい。この場合、例えば、画像表示装置１０の主電源がオフの場合であっても、調
光シート１１３は透過状態を維持する。従って、画像表示装置１０の主電源をオフにした
状態においても、表示パネル１１０の前面側に存在するユーザに、表示パネル１１０の背
面側の物体５００を、表示パネル１１０を介して視認させることは可能である。なお、こ
の場合、物体５００を照らすために、画像表示装置１０は、主電源がオフであっても照明
部２００をオン（点灯状態）にすることができる電気回路を有してもよい。
【０１１１】
　また、フレーム１３０の素材は、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属ではな
くてもよい。例えば、フレーム１３０の素材として樹脂が採用されてもよい。
【０１１２】
　また、実施の形態１において、制御部１８０を保持する保持部材は下棚板部１６０であ
るとしたが、制御部１８０を保持する保持部材は、１以上の物体５００を載置可能な棚板
部として実現する必要はない。例えば、画像表示部１００の裏面から後方に向けて立設さ
れた平板状のケースに、制御部１８０が保持されてもよい。この場合、当該ケースは、１
以上の物体５００の載置が不可能な、または、載置に適していない、形状、姿勢、サイズ
または強度であってもよい。この場合であっても、当該ケースは画像表示部１００の裏面
から後方に向けて立設されているため、透過モードで動作中の表示パネル１１０を前方か
ら見た場合に、当該ケースは目立ち難い姿勢である。従って、画像表示装置１０の動作制
御に必要な制御部１８０を、透過モードで動作可能な画像表示部１００の背面側に配置す
ることができ、かつ、制御部１８０を人目から隠すことができる。
【０１１３】
　また、表示パネル１１０は、調光パネル１１２を有しなくてもよい。この場合、画像表
示モードにおいて、有機ＥＬパネル１１１の裏面からの光の入射が、調光パネル１１２に
よって遮られないため、表示画像の明瞭性が低下する場合がある。しかし、第一透過モー
ド及び第二透過モードにおいて、調光パネル１１２による光透過性のロスがなくなるため
、表示パネル１１０を介して物体５００を見た場合における物体５００の明瞭性が向上す
る。
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【０１１４】
　また、上記の実施の形態１に関する補足事項は、実施の形態２について適用されてもよ
い。例えば、棚板部２５０ではなく、右側壁部２３２または左側壁部２３３が、制御部１
８０を保持する保持部材として機能してもよい。この場合、画像表示装置１０ａの右側面
または左側面における比較的に広い面積に、外部機器との接続を行うコネクタを配置する
ことができる。
【０１１５】
　また、例えば、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａは、上下に分離して配置される
複数の棚板部を有してもよい。例えば、画像表示装置１０ａにおいて、棚板部２５０が、
現在の棚板部２５０の位置に配置される下棚板部、及び、下棚板部と上壁部２３１との間
に配置される上棚板部を有してもよい。この場合、照明部２０１は、実施の形態１に係る
照明部２００と同様に、上棚板部に置かれた物体５００を照らすための上照明部と、下棚
板部に置かれた物体５００を照らすための下照明部とを有してもよい。また、この場合、
下棚板部及び上棚板部のいずれか一方に制御部１８０が保持されてもよい。
【０１１６】
　また、実施の形態２に係る枠体２３０は木製である必要はない、例えば、上壁部２３１
、右側壁部２３２、及び左側壁部２３３それぞれの少なくとも一部が、樹脂または金属で
形成されていてもよい。
【０１１７】
　また、実施の形態２に係る画像表示装置１０ａは、棚板部２５０よりも下方に、画像表
示装置１０ａを設置するためのスタンド等を有してもよい。また、画像表示装置１０ａの
設置場所に特に限定はなく、例えば壁掛けユニットによって、画像表示装置１０ａが壁面
に取り付けられてもよい。
【０１１８】
　また、上下方向または／及び左右方向に並べられた、物体５００の載置が可能な複数の
区画を有するラックにおける１つの区画に、画像表示部１０１が配置されてもよい。これ
により、少なくとも１つの区画において物体５００の展示及び画像の表示が可能であり、
かつ、他の１以上の区画を用いて物体５００を展示または収容することができる画像表示
装置（またはラック）を構成することができる。
【０１１９】
　また、棚板部１５０及び２５０に物体５００が載置されることは必須ではない。棚板部
１５０は、画像表示装置１０の躯体の一部としての機能のみを有してもよく、棚板部２５
０は、画像表示装置１０ａの躯体の一部としての機能のみを有してもよい。また、照明部
２００及び２０１は、下方の物体５００を照らすためではなく、画像表示装置１０または
１０ａが置かれた空間における照明（間接照明）として用いられてもよい。
【０１２０】
　また、棚板部１５０及び２５０に物体５００が載置されるか否かにかかわらず、画像表
示装置１０は照明部２００を備えなくてもよく、画像表示装置１０ａは照明部２０１を備
えなくてもよい。例えば、画像表示装置１０（１０ａ）が、背面から外光または照明光が
入射する環境に置かれことが前提である場合、画像表示装置１０（１０ａ）は、照明部２
００（２０１）を備えなくてもよい。
【０１２１】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
【０１２２】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
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【０１２３】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請
求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本開示は、テレビジョン受像機、モニタディスプレイ、または、デジタルサイネージな
どの画像表示装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０、１０ａ　画像表示装置
　１００、１０１　画像表示部
　１１０　表示パネル
　１１１　有機ＥＬパネル
　１１２　調光パネル
　１１３　調光シート
　１１４ａ　第一ガラス板
　１１４ｂ　第二ガラス板
　１２０　画像
　１２１　部分画像
　１３０　フレーム
　１３１　Ｔフレーム
　１３１ａ、２３１ａ、２３３ａ　保持溝
　１３１ｂ、２３１ｂ　照明用溝
　１３２　Ｒフレーム
　１３３　Ｌフレーム
　１３４　Ｂフレーム
　１３５　Ｍフレーム
　１３５ａ　開口部
　１５０、２５０　棚板部
　１６０　下棚板部
　１６１、２５１　棚本体部
　１６１ａ、２５１ａ　底面
　１６２、２５２　載置面部
　１７０　上棚板部
　１７２　取付部材
　１８０　制御部
　１８１　回路基板
　１８２　電子部品
　１８４　スピーカ装置
　１８９　排気ファン
　１９０　支持部材
　２００、２０１　照明部
　２１０　下照明部
　２０２、２１１、２２１　光源部
　２０３、２１２、２２２　ＬＥＤ素子
　２０４、２１３、２２３　基板
　２１５、２２５　マイクロルーバ
　２２０　上照明部
　２２６　遮光体
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　２３０　枠体
　２３１　上壁部
　２３２　右側壁部
　２３３　左側壁部
　２５５　支持部
　３００　光透過パネル
　４００　電線
　５００、５００ａ、５００ｂ　物体
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示部であって、画像を表示する画像表示モードと、前方から見た場合に前記画像
表示部の背面側の物体が視認可能な透過状態となる透過モードとの切り替えが可能な表示
パネルを有する画像表示部と、
　前記表示パネルの動作を制御する制御部と、
　前記画像表示部の背面から後方に向けて立設された保持部材であって、前記制御部を収
容した状態で保持する保持部材と、
　を備える画像表示装置。
【請求項２】
　前記保持部材は、前記画像表示部の背面側において横方向に延設されている、
　請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　さらに、
　前面視において、前記保持部材の右端部に接続され、前記画像表示部を右側方から覆う
右側壁部と、
　前面視において、前記保持部材の左端部に接続され、前記画像表示部を左側方から覆う
左側壁部と、
　前記右側壁部及び前記左側壁部それぞれの上端部に接続され、前記画像表示部を上方か
ら覆う上壁部と、を備える、
　請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　さらに、前記保持部材を下方から支持する支持部材を備える、
　請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記支持部材には、前記制御部と接続された電線が収容されている、
　請求項４記載の画像表示装置。
【請求項６】
　さらに、前記保持部材に保持され、前記画像表示部の前面側から音を放出するスピーカ
装置を備える、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　さらに、前記表示パネルの下方に配置され、背面側の物体を視認可能な板状の光透過部
材を備える、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】
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